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食 品 に 関 す る リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

（ＯＩＥコードの改正等に関する意見交換会）

日時：平成２１年１月２２日（木）

会場：三田共用会議所 講堂

議事次第

１．開 会

２．国際基準をめぐる最近の状況について

（１） 国際基準をめぐる最近の状況についての情報提供

① ＯＩＥによる公式認定の国際基準としての性格の強化

② 国際貿易において流通している物資のリスクに着目した国際基準の作成

（２） 質疑応答

３．ＯＩＥコードに関する改正提案の概要について

（１） ＢＳＥコードに関する改正提案の概要について

③ ＢＳＥステータスに関わらず貿易できる牛肉の月齢条件変更

④ ゼラチン製造に用いる原料の規定

⑤ 我が国としての対処の方向

⑥ その他

（２） ＢＳＥコードに関する改正提案の概要についての意見交換

（３） 豚コレラに関する改正提案の概要について

①国際貿易に関する定義及び条文追加

②我が国としての対処の方向

（４） 豚コレラに関する改正提案の概要についての意見交換

４．閉 会
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午後３時００分 開会

○浅川消費者情報官 それでは、そろそろお時間になりましたので、会議を始めさせてい

ただきたいと思います。

本日は大変お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。

ただいまより、食品に関するリスクコミュニケーション（ＯＩＥコードの改正等に関

する意見交換会）を開催いたしたいと思います。

私は、本日の進行役を務めさせていただきます農林水産省消費・安全局消費者情報官

の浅川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

ＯＩＥ国際獣疫事務局においては、国際貿易上重要な動物の疾病について、国際基準

の設定・改定作業が進められ、改正提案がなされております。今後は、この改正提案に

対する各加盟国からのコメントなどを踏まえて、本年５月に開催されるＯＩＥ総会にお

いてその採択に向けた議論が行われる予定になっております。

本日は、日本政府としてのコメントを取りまとめるに当たって、消費者から流通、外

食、加工業者、生産者、そして学識経験者に至る幅広い関係者の皆様よりそれぞれのお

立場からご議論をいただきまして、ご意見をいただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。

ではまず、出席者を紹介いたします。

私の左手からご紹介させていただきます。まず、生産者及び関連事業者といたしまし

て、全国肉牛事業協同組合副理事長、萬野修三さんです。それから、社団法人日本養豚

協会理事、林邦雄さんです。全国農業協同組合中央会農業対策部畜産園芸対策課長、藤

井晶啓さんです。急遽代役ということで参加していただいております。日本ゼラチン工

業組合規制委員会委員長、伊藤政人さん。社団法人日本畜産副産物協会名誉会長、羽根

田實さんです。全国食肉事業協同組合連合会専務理事、小林喜一さんです。日本食肉輸

出入協会専務理事、岩間達夫さんです。日本チェーンストア協会業務推進グループ総括

マネジャー、増田充男さんです。社団法人日本フードサービス協会参与、多賀谷保治さ

んです。

続きまして、消費者団体の皆様をご紹介いたします。全国消費者団体連絡会事務局長、

阿南久さんですが、阿南さんは所用につき後ほどから参加される予定です。次に、生活

協同組合パルシステム東京、原英二さんです。日本消費者連盟事務局長、山浦康明さん
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です。日本生態系農業協会副理事長、亘昌子さんです。主婦連合会副会長、和田正江さ

んです。

続きまして、学識経験者の皆様をご紹介いたします。国立大学法人東京大学大学院農

学生命科学研究科教授、小野寺節さんです。国立大学法人東京大学大学院農学生命科学

研究科教授、吉川泰弘さんです。独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛

生研究所研究管理監（海外病担当）、津田知幸さんです。社団法人鹿児島県家畜畜産物

衛生指導協会事務局長、田原健さんです。

続きまして、行政から内閣府食品安全委員会事務局リスクコミュニケーション官、小

平均さんです。厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課食品規格専門官、江島裕一

郎さんです。農林水産省消費・安全局国際基準課長、小川良介です。農林水産省消費・

安全局動物衛生課国際衛生対策室長、川島俊郎です。農林水産省消費・安全局動物衛生

課長、原田英男です。よろしくお願いします。

では、議事に先立ちまして、資料の確認をお願いいたします。

まず、議事次第、配付資料一覧、出席者名簿、座席表をごらんいただきたいと思いま

す。また、配付資料につきましては、配付資料一覧が配付されておりますが、そちらに

従って資料を袋に入れております。もし足りない資料がありましたら事務局のほうにお

っしゃっていただければと思います。

なお、配布資料一覧に記載しております参考資料２－４と参考資料３については、Ｏ

ＩＥコード委員会の資料の英語の原文と、あとニュージーランドの資料の英語の原文と

なるわけですが、これらは大部のためラウンドテーブルにご着席の方のみに配付させて

いただいております。会場の皆様には大変申しわけございませんがお配りしておりませ

ん。これらの資料につきましては、各機関のホームページから入手することができます

ので、そちらから入手していただくようにお願いいたします。

では、本日の進行についてご説明いたします。

議事次第をごらんください。本日は内容により大きく３つに分けまして、情報提供と

質疑応答、意見交換を行います。

まず、議事次第の２番、国際基準をめぐる最近の状況についての情報提供を私どもの

担当から20分程度説明いたします。担当からの説明後、質疑応答を行い、その後10分程

度の休憩をとります。

次に、議事次第の３番、ＯＩＥコードに関する改正提案の概要についての（１）ＢＳ
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Ｅコードに関する改正提案の概要についての情報提供を担当から20分程度ご説明をいた

します。担当からの説明後、改正提案について意見交換会を行いたいと考えております。

また、その後10分程度の休憩をとりまして、議事次第の次にあります豚コレラに関する

改正提案の概要についての情報提供を担当から15分程度ご説明いたしまして、これにつ

いても意見交換を行います。

なお、それぞれの質疑応答、意見交換については、初めにラウンドテーブルにご出席

された方々の間で行います。会場にお越しの方々につきましては、その後でそれぞれの

議題ごとにご発言いただく時間を設けますのでどうぞよろしくお願いいたします。

では、これより議事に入りたいと思います。

まず、国際基準課長の小川よりご説明いたします。よろしくお願いします。

学識経験者の方は、スクリーンが背中になってしまって見えないと思いますので、演

台横のこちらの席に移動してスクリーンをごらんになっていただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。

○小川国際基準課長 それでは、始めさせていただきます。国際基準課長の小川でござい

ます。

私のほうからは国際基準をめぐる最近の状況につきまして情報を提供させていただき

たいと思います。

まず、今日の説明にちょっと関連いたしますので、ここで、この意見交換会でこれま

で説明してきたことをおさらいとして載せさせていただいております。

２年前、2007年１回目のときに私たちが意見交換をしている対象となっておりますＯ

ＩＥコードと言われているものがどんな意味を持つものかということを確認させていた

だいたわけです。そのときにはＯＩＥコード自体は、それぞれの国が動物衛生に関する

措置を決める場合にはＯＩＥコードを基礎としなければならないという国際的な義務を

負っているということを確認いたしました。

また、昨年はＯＩＥの活動のうち、いわゆるＯＩＥコードをつくるということ以外の

重要な活動の一つとして公式認定という活動を紹介させていただいたところでございま

す。

そして、３回目の今年の説明なんでございますけれども、２つ説明をさせていただこ

うと思っております。
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１つは、ここに国際認定の国際基準としての性格の強化ということでございますが、

まず、もう一回公式認定を取り上げさせていただきたいと思います。と申しますのも、

後ほど説明いたしますが、去年のＯＩＥ総会、それから今年のＯＩＥ総会でここに書い

てあるとおり、公式認定についての改正提案が行われ、あるいは行われようとしており

ますので、再び説明する必要があろうかと思ったからです。

もう一つは、聞きなれないちょっと長い日本語で恐縮でございますけれども、いわゆ

るコモディティー・アプローチと言われているものについて説明をしようと思います。

２つ目の論点については、今年のＯＩＥ総会で取り上げられるというものではなくて、

来年あるいは再来年あたりに出てくるであろうという、そういう意味では、国際基準の

世界においての予告編に相当するようなものでございます。そういった今年問題となる

という事項が１つと、それから来年以降出てくる可能性が大きいということの将来のも

のと１つずつ取り上げたいと思っております。

まず最初、公式認定の話でございます。

話に入る前提といたしまして、公式認定とはどういったものなのかということで、ち

ょっと昨年のおさらいをさせていただきます。

ＯＩＥは、1994年からそれぞれの加盟国の要請に基づいて、これは実費負担というこ

とで、有料で特定の４種類の疾病、現在のところＢＳＥ、口蹄疫、牛疫、牛肺疫、この

４種類の疾病からフリーである、清浄である、あるいはリスクは管理されているという

ことの認定を行ってきております。そしてこの認定の対象疾病、先ほどの４種類と手続

は、疾病ごとにそれぞれ総会で決議をして決めてきたところでございます。具体的には、

公式認定の手続といたしまして、これは病気ごとに質問票に対する回答をちゃんと提出

する。それから、必要な書類をそろえて、後は申請費用、お金をそろえて提出するとこ

のドキュメントを専門家が検討して、その専門家の検討結果に対しては事務局のほうか

ら加盟国に意見を求め、その結論として５月の最終週に行われる毎年の総会で決議をし

て採択をするという手続をとってきております。

そして、昨年は公式認定の効力ということで以下のことを説明いたしました。

１点目は、この公式認定を行っているＯＩＥの見解でございます。これは手続的に公

式認定が加盟国の意見を照会して総会で決議すると。すなわちＯＩＥコードと同じ手続

をとってきている以上その効果もＯＩＥコードと同じ、つまり国際基準として扱われる

べきだということを説明申し上げました。今年は若干それを詳しく情報提供するために、
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皆さんの参考資料で申し上げますと、中身までは説明申し上げませんが、参考資料の１

－１というものに、これはＯＩＥのブルテンという機関紙でございますけれども、2007

年第１号の１ページ目、２ページ目でございますので、巻頭にＯＩＥによる公式認定と

いうことで、今、ここで短く説明したことがバラ事務局長から熱く語られております。

それからまた、参考資料の１－３というのを見ていただきますと、これは2007年５月の

総会のレポートの抜粋でございますけれども、このＯＩＥの認定に対する効果について

日本が質問をして事務局長が答えていると、まさにここに書いてあることが回答の要約

になっております。

次に、ＯＩＥを国際基準であると位置づけているＳＰＳ協定上どうなっているかとい

うことについて確認いたしました。これは２点ございまして、１つは、ＳＰＳ協定上公

式認定という用語は使われておりません。したがって、位置づけはございません。それ

から、２つ目にＷＴＯの紛争解決手続、いわゆるパネルと呼ばれているものでもこの公

式認定が議論になったことがございません。その意味では、ＷＴＯの中では公式認定と

いうものについて確定した見解は示されていません。それを反映した形にもなっており

ますが、各国の対応というのもそれぞれであるということで、昨年はＥＵを例に、ＥＵ

は2007年６月ですが、ＢＳＥカテゴリーと国のリストはＯＩＥ公式認定と整合、すなわ

ちＥＵ自体でリスク評価することはやめております。これは先ほどの参考資料の１－１

でもバラ事務局長のほうからＥＣの取り組みというものは紹介をされているところでご

ざいます。これが昨年２月の意見交換会で説明したところなんですが、その３カ月後の

昨年５月の第76回のＯＩＥ総会で疾病ごとの公式認定手続を整理して統一的な手続を決

定するということが行われました。この資料は、実は事前に配付されておりませんでし

たので、昨年の意見交換会で私どものほうから説明することができませんでした。ＯＩ

Ｅ総会の期間中に議決案が配付されて議決されたものです。

ただ、基本的な流れは、先ほど私が説明いたしました流れと全く同じでございまして、

むしろ２点改良が加わっております。

その１点目がこの（スライド８の）２つ目に書いてあるところでございますが、公式

認定のステータス、例えば日本が口蹄疫についてワクチンを使わないで口蹄疫からフリ

ーであるという認定を受けた後、その地位をどうやって保ったらいいんだろうというこ

とについての手続が明確化されました。すなわち毎年11月にＯＩＥ事務局長あてに必要

なデータを提出しなさいと、これを提出しなかったら、あなたの公式認定された地位は
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失われますということが明確化されました。

もう一つは、公式認定を申請するに当たって必要なものを具体的に明記したと、何を

出さなきゃいけないかがはっきりしたということでございます。それはこの３点でござ

いまして、１つは質問票の回答、もう一つはこの４つの疾病のそれぞれのＯＩＥのコー

ドの条件を満たしているということを証明する文書、さらに最後は、これは横軸になり

ますけれども、獣医サービスの評価について陸生コードに書いてあることをちゃんと満

たしているという、いわゆるこういう疾病を管理する体制がちゃんと整っているという

ことを証明する文書、この３つをつけろということが決定されました。これが昨年の総

会です。

さらに、今回、コード委員会から今年のＯＩＥ総会に提案が１つなされております。

それは公式認定の判断の基礎となる資料、先ほど説明した３つの書類についてです。そ

れは先ほど説明申し上げましたとおり、２と３については既にＯＩＥコードに載ってい

るわけでございます。

ところが、この質問票の回答と書いてあるその質問票については、これまでは総会等

で意思決定等がなされておりませんでした。ただ、その透明性という意味においては、

ホームページにすべての質問票は載っていたわけです。そういう意味では、この３つの

書類の中で質問票だけがいわゆるＯＩＥコードに載っていなかったわけです。これがＯ

ＩＥコード委員会の提案の文書の抜粋になります。皆さんの資料ですと比較表になって

いる参考資料の２－１からとってきております２ページの下のほうにこれが出てくると

思います。下のほうだけ読ませていただきますと、透明性、それから公式認定の法的基

礎を強化するため、この質問票というものを総会で正式に採択してコードに掲載するこ

とを提案するということが今年の総会で出されております。

さて、ちょっと質問票から離れて一般論で考えて見ましょう。

ＯＩＥコードに掲載されることの意味とは何なんだろうということを物事を簡単にす

るために輸入国の立場から一般論としてちょっと考えてみましょう。

（スライド１２）向かって左側ですが、例えばＯＩＥコードに書いてある病気につい

てＯＩＥコードに定まっている検疫措置を求める場合は、これは輸入国はリスク評価せ

ずに輸出国に要求することが可能です。輸出国はリスク評価を経てなくてもこれに従わ

なければなりません。向かって右側ですが、次に、ＯＩＥコードに規定されていない新

たな病気について、例えば水際で検疫措置を実施する場合、あるいはＯＩＥに書いてあ
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る病気であってもＯＩＥコードで書いてあるよりもより厳しい措置を講じる場合、これ

は輸入国は輸出国にＯＩＥコードに定めた方法でリスク評価を行って、その結果必要な

んだよということを証明しなければなりません。逆に輸出国のほうは、そういうことを

求められたらリスク評価結果を見せてちょうだいと言うことができます。

では、これを質問票に当てはめるとどうなるでしょう。

ＯＩＥコードに質問票が掲載された場合に、先ほどの一般論を当てはめてみますと、

１つは輸入国が輸出国からこれを輸出したいんだけどと言ってきた場合に、この質問票

に答えてちょうだいと言うことがまず求められますし、輸出国はこの質問票に答えなけ

ればいけない義務が生じてくるわけです。逆に、今度、輸入国が質問票以外のデータを

求めてきた場合、輸出国からは何で必要なのということの必要性を求められて、輸入国

は何で必要かということを説明する義務が出てくるというのが当てはめた結果になるわ

けです。現実問題といたしましては、売り手と買い手の問題があります。売りたくなか

ったら買わないよということは言えるわけですね。

ところが、ＳＰＳ協定の世界で説明した売り手と買い手の関係で言えば、そんなこと

を言うんだったら出るところへ出ましょうやということも言えるということになってま

いります。

さて、そういった形で、そういう意味ではＯＩＥの公式認定というのは、今年の総会

を踏まえてどういうふうになっていくかと考えられるかは、先ほど説明いたしましたＯ

ＩＥの見解を踏まえつつ整理してみるとこうなるんではないかと思います。

１つは、実体面でございますが、必要な文書の根拠というのはすべてＯＩＥコードに

書いてあることになります。それから、手続についてもこれが必要だということ。それ

から、どういった手順を踏んで認定に至るかということも総会で皆さんに相談をして決

めていると。

そういう意味で申し上げますと、この公式認定というのは、国際基準であるＯＩＥコ

ードへの具体的な当てはめを行った結果になるわけです。しかも、その結果につきまし

ては、案について加盟国の意見を事前に聴取し、さらに総会で決議をしているというこ

とになりますので、認定を行った結果についても国際基準としての性格を具備するよう

になるのではないかと考えることができます。また先ほどのコード委員会からの提案の

文書にしても、先ほど説明いたしましたＯＩＥのブルテンに書いてあるところからして

も、まさにここのところを説明していることになります。逆にそれの効果として考えら
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れる場合には、もちろん各国加盟国が輸入に当たってリスク評価する権利、これはもう

ＷＴＯからすべての国に与えられている権利でございますので、当然主張することはで

きるわけでございます。けれども、その際にも公式認定を持っていた場合には、それじ

ゃだめだよという場合には、なぜだめなのかということについて説明をする責任が生じ

てきます。つまり、みずからこうですというだけでは足りず、公式認定についてはこの

点がだめなんだと、これが我が国は認められないといったことを示すことが必要になっ

てくるだろうと思われます。

先ほど昨年各国の対応ということでＥＵのＢＳＥステータスのことを説明いたしまし

たが、それ以降１年たってどんなことがあったかということで申し上げますと、１点だ

け昨年10月、ＷＴＯのＳＰＳ委員会におきましてＥＵがＢＳＥに加えて口蹄疫について

もＯＩＥの公式認定を、これは受け入れたとは申しておりません、反映をするような措

置を講じたということの報告をしております。そういう意味では、積極的にＥＵ自体は

ＯＩＥの動きに合わせた形で努力はしているという報告をこの会合でしておりますし、

あわせてほかの出席している国に対してもちゃんとそういう取り組み努力をしなきゃい

けないよねということで発言をしております。

以上が今年の総会にもかかるということで昨年に引き続き説明させていただいた公式

認定でございます。

今度は今年の総会等には出てこないわけですけれども、来年以降こういった取り組み

が必要であると、今、一生懸命準備している段階ですよということで１つご紹介したい

ものがコモディティー・アプローチと言われているものでございます。

このコモディティー・アプローチでございますが、こなれた説明になっていなくて申

しわけないんですが、これは物資の特性に着目して、いわゆる病原体が侵入する可能性

がないと考えられるものについては検疫措置を要求しない。つまり検疫の対象外にしま

すと、ちょっと専門的に言えば指定検疫物の対象外だという取り扱いにするということ

です。例えば極端な例で申し上げますと、革靴ですね。例えば牛皮を扱っているんです

けれども、これを動物検疫所で検疫はしていないわけです。そういったような物品とい

うものを明確にしようという取り組みでございます。

ＯＩＥ自体は、2007年３月からですが、コード委員会がコモディティー・アプローチ

に関する作業を開始し、具体的には何がセーフコモディティーなんだと、つまり病気が

発生していても取引が可能な物品なんだということを明記するための検討グループを立
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ち上げて、そういう意味では、ここ２年間検討してきているわけです。今般のコード改

正においても幾つかの疾病を見ますと、以下の物品については貿易を制限すべきではな

いという取り組みが始まっております。

コモディティー・アプローチ、どんな意味があるのかということですが、動物衛生の

観点から見るとこういうことが言えると思います。物資によっては、その特性上すべて

の疾病について検疫措置が不要なものだってあるでしょう。逆に言えば、貿易促進的な

側面もあるんですが、むしろこの矢印の下に書いてあるところですね。本当にリスクの

ある物資に資源を集中させようよと、要は限られたリソースの中でどこを重点的に取り

扱っていくのかということを明確にする効果もあります。

また、これは動物衛生の観点をちょっと離れてみますと、実は物品を扱っている人た

ち、ご商売なされている方も、買う私たち消費者も同じですけれども、実は病気はわか

らないわけですね。扱っているのはその物を扱っているわけで、そういう意味では、例

えば病気によってすべてのものがとまってしまうということになると、その物を扱う

人々は経営をするということに伴ってものすごい経営リスクを持つことになるんですね。

そういったリスクの高い商売をするということになると必然的にそのリスクを回避する

ための措置が必要になってきまして、そうしますと、結局、物品の値段が上がる、ある

いは供給が不安定になる。受け取る消費者のほうからしてみても、その物があるときは

貿易はとまり、また再開され、とまり、本当に疾病がコントロールされているのだろう

か、あるいは逆に言えば、疾病のリスクのない物というものがないのだろうかというこ

とが考えられる効果もあろうかと思います。実は、なぜこんなことを申し上げるかとい

いますと、このコモディティーに着目をするといった取り組みは動物の世界だけではご

ざいません。このＩＰＰＣという国際植物防疫条約、これは動物とまた別途植物につい

ての国際基準をつくっている国際機関なんでございますけれども、そこも全く同じ取り

組みをしております。すなわち植物検疫の分野において、加工を加えることによって病

害虫、ペストのリスクが存在しなくなった物資については植物防疫措置を要求しないと

いう内容を含んだ国際基準を今年３月のＩＰＰＣの総会で提案をすることになっていま

す。今、カントリーコメントを募集しておりまして、恐らく３月最後の週に行われる総

会で議論をして採択されることになるんではないかと思います。例えば、そこで実際に

上がっているものを説明いたしますとワインです。これはブドウ自体はいろんな虫がつ

くかもしれませんので、ちゃんとリスクを評価してそれに必要な消毒措置ですとか、加
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熱・冷凍措置を要求しなきゃいけないんですが、ワインになりますと、そのワインを精

製する過程において虫は入らないでしょう。少なくとも生きた虫が入ってきて、国内に

侵入してこのワインをきっかけに全国に広まるということはないでしょうということで、

こういった物品はセーフであると。逆に言えば、植物検疫措置は必要ないといった取り

扱いを提案されています。そういう意味では、植物・動物それぞれの機関で同じ時期に

検討が始まっているというものでございます。

さて、もう１回動物のＯＩＥのほうに戻りますと、今後、ＯＩＥがどういった作業予

定になっているかというのを考えてみますと、最終的な目的は、疾病横断的に安全な物

資を特定すると、これが究極の目標になっております。そのために何をするかといいま

すと、そのものに関連ある疾病ごとにどういったコモディティー、どういった措置が講

じられたコモディティーならばセーフ、安全なのかということを分類していきまして、

それが重なっている部分、それが疾病横断的に安全だということになるわけです。

その最初の課題といたしまして、今ＯＩＥが取り組んでおりますのは、口蹄疫の発生

の有無にかかわらず、例えばと殺されて熟成をしているお肉、その結果、ｐＨ値が下が

ってくるわけですね。さらに骨がない豚肉、牛肉、これは口蹄疫の発生の有無にかかわ

らずセーフなプロダクトとして位置づけることができないかということを今検討をして

いる最中でございます。

そういう意味では、今年の総会にこれが出てくるということはございませんが、今後、

来年あるいは再来年の総会に向けてＯＩＥは、先ほど説明した植物のＩＰＰＣのように

国際基準の提案ということを出してくると思われます。

以上、今年の総会に関連するもの、あるいは来年以降の総会に関連するものというこ

とで２点説明させていただきました。ご清聴ありがとうございました。

○浅川消費者情報官 ありがとうございました。

今の小川課長のご説明の中で明らかにすべきところが何点かありますので、それをお

願いしたいんですが、１点目の公式認定の手続のコード化の話なんですけれども、輸入

国について質問票に載っていること、それ以外のことを輸出国側に求める場合、その必

要性を相手に説明する必要性があるというご説明がありました。

従いまして、この質問票の中身というのが輸入国が求めるようなデータにちゃんと答

えるような中身になっているのかというところは明らかにする必要があると思います。
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それから２点目なんですが、この件について相手国との間で調整がつかなかった場合、

出るところに出ようじゃないかという話がありました。これは具体的にどういうことな

のか。

それから、コモディティーについて１つ牛肉の例がありましたけれども、これ以外の

品目で私たちが日常口にしているものというのは俎上に上がる予定があるのかないのか。

また、これがＯＩＥ総会で決まって検疫不要となった場合、各国はどのような義務がか

かってくるのかということを明らかにしてください。

○小川国際基準課長 ありがとうございます。

今いただいた３点の中でここに書いていないデータ、例えば実は質問票は公式認定に

絡んで提出されておりますので、質問票の種類は４つでございます。このテーブルに座

っておられる方で申し上げますと、参考資料の２－４の423ページからが実際の質問票

で提案されているものになります。これは多少私の説明が不適切だったこともあるんで

すけれども、データを要求しても、輸出国側が答えてくれれば特に問題ないわけですね。

輸出国側が嫌だと言った場合にちゃんと何で必要なのかを説明しなきゃいけないよとい

うことでございます。逆に、ここのＯＩＥの423ページ以降に書いてあることであれば

説明は要らないということに強みがあるとご理解ください。

それから、出るところに出ようじゃないかということについて申し上げますと、先ほ

ど申し上げたように、科学的な根拠が必要だよということになりますと、具体的には今

の用意されているツールだと輸出国側がとる手段は２つですね。１つは、ＯＩＥにコン

サルテーションプロセスがございますので、ＯＩＥに技術的にこんなこと言われちゃっ

ているんだけれども、必要ないよねということを両国で相談しに行くというのが１つ。

もう一つは、これは年数がかかります。そういう意味では、本当に究極の手段でござい

ますけれども、ＷＴＯのパネルに持っていって相談をするというものです。

したがって、解決するのには短くて１年、長ければ３年かかるわけです。ただ、どう

しても答えなければ輸入を認めてあげないよと言われれば最終の手段としては効果があ

るものになります。

最後に、お肉以外でしたっけ、今、ＯＩＥが取り組んでいるものということについて

いうと、今、少なくとも今回提示されているレポートで書いてあるものは、先ほど申し

上げた熟成されてｐＨ値が下がった脱骨されたお肉というものが書いてありますが、今

ＯＩＥコードで例えば病気なんかを見てみると、今でもかなりな病気の中で、これは検
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疫措置は必要ないよとされているものの具体例でいくと、例えばミルクはかなりな病気

で検疫措置は必要ないよとなっております。例えばＢＳＥでも牛乳の部分は昔から大丈

夫だよと書いてあるのがそうですけれども、そういったことが考えられると思います。

以上です。

○浅川消費者情報官 では、ご出席のパネリストの皆さんから何かご質問ありますか。

山浦さん、お願いします。

○山浦氏 ありがとうございます。公式認定についてお伺いしたいんですけれども、去年

議論になったかもしれませんが、コードとこの公式認定は明らかに性格の違うものだと

思います。コードの場合は一般的な基準をつくるということでどの国もそれに従わなけ

ればいけない、そういう一般的な性格があります。それに対し、この公式認定の場合は、

お金を持っている国は申請をして、これは幾らになるんでしょうか。そういった各国の

利害を国際基準に認めてもらうという性格ですからすべての国がそれに従うようなコー

ドとは違うと思うんですね。

従って、手続的にも国際基準作りのためにしっかりとやらなければいけないコードに

比べて公式認定の場合は個別に質問票のやり取りなどで技術的にやってしまうという性

格があります。幾らＯＩＥの総会で決定されたという手続があったとしても、まずその

性格の違いがあり、さらに公式認定にはやはり貿易促進的な意味合いがありますから、

安易にこれを国際基準というふうに効果を及ぼすというのは非常に問題があると考えま

す。

これについては、日本政府が2007年の主張にありますように、参考資料の１－３報告

書パラグラフ１７８で、各国の措置の代替ではないという、そういったご主張をされて

おりまして、それに対するＯＩＥの事務局長の返答があります。ここの議論をとりまし

ても、日本政府はこの点を今後も強調されて、単にＯＩＥが国際的に名高い科学者の決

定だからということではなくて、その科学の中身を検討していただきたい。例えば日本

におけるＢＳＥの検討結果というものは非常に国際的にも高いものがあるわけですから、

これをしっかり主張して国際認定によって貿易促進的な部分が拡大してしまうというこ

とに対しては、慎重に対応すべきだということを今年の総会においてもぜひ主張してい

ただきたいと思います。

ありがとうございます。

○浅川消費者情報官 はい。
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○萬野氏 萬野です。

ちょっと初めて参加させていただくので基本的な質問になると思うんですが、先ほど

の説明の中でＯＩＥの公式認定がＷＴＯ上の公式認定ではないというご説明があったと

思うんですが、そこの違いというのをもう少し詳しく教えていただきたいということ。

もう一つは、この４大疾病を１つのパッケージとしての申請が必要という理解でいいの

かということ。もう一つ最後には、この公式認定を受けない国の場合はどういう立場に

置かれるのかと、その３つをお願いしたいと思います。

○小川国際基準課長 質問ありがとうございます。

山浦委員のほうからも質問が１点ありました費用についてお答えいたします。

ＢＳＥの場合ですと9,000ユーロ、したがって、為替にもよりますけれども、去年と

今年では日本円の価値が大分違いますが、150万円程度とか、いわゆる9,000ユーロに為

替を掛けた金額になります。

それから、２つ目にいただいた質問で、ＷＴＯとの関係は私の説明がちょっと不適切

だったのかもしれません。ＷＴＯ協定、その中でも特にＳＰＳ協定が動物衛生と関係あ

るんですが、その中で公式認定を取り上げていない、つまりそこで定まった見解は何も

示されていないということが私の伝えたいことです。

そういう意味では、ＷＴＯの世界における位置づけは全く未定です、そういう意味で

す。先ほどＯＩＥが作っているコードと同じようにすべきだというバラさんの主張は、

いわゆるＯＩＥとしての見解であって、それに対して国際基準というものを位置づけて

いるのは実はＷＴＯでございます。そこのＷＴＯは公式認定というのはこうあるべきと

いう見解は一切今まで出したことはございませんという趣旨です。

２つ目はすみません。４つの疾病それぞれにお金も必要ですし、手続はとります。た

だ、手続は共通のものになったということでございます。

それから、受けない国でございますが、これはそれぞれの輸入国がどう扱うかだと思

います。例えば日本の場合には口蹄疫の関係でＯＩＥの認定は受けていないという国か

ら輸入を認めたことはないと思います。ＥＵなんかも、自分たちの持っているリストを

ＯＩＥのリストに整合させてしまいましたので、逆にＯＩＥの認定を受けていないとＥ

Ｕに輸出を認めてくれといっても困るんだよなと、私とＥＵの担当者が話したときには

正直に彼は言っていました。ＯＩＥの認定を受けていなくて、ＥＵに牛肉を輸出すると

いうのはちょっと勘弁してよというのが正直な気持ちであるとおっしゃっていました。
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以上です。

○浅川消費者情報官 では、岩間さん、どうぞ。

○岩間氏 貿易促進を進めるためにはやむを得ない措置であるし、前回、去年も公式認定

の説明があって、こういう方向になることについてどうなのかという問題提起はされて

いたと思うんですが、現実としてはそういう方向にどんどん進んでいるし、私はもうや

むを得ない方向でないかと思います。

この公式認定について、今回、日本政府がＢＳＥについて今回５月に認定申請される

ということを非常に私ども好感を持って迎えたいと思っております。

我が国の輸入だけでなく輸出する際も、現在、ＢＳＥについて香港とかシンガポール、

依然として我が国のＢＳＥに対する見方というのは非常に我々が思っている以上に厳し

いです。今回、日本政府がＯＩＥでＢＳＥについて管理されているという位置づけにな

ると、当然彼らの見方も変わってきますし、それにつながるまだ日本産の牛肉の輸入を

認めていないほかの国に対しても非常にいい影響を与えるということは十分予想されま

す。いろいろ問題がある場合は、これは科学的根拠を双方で協議する場面は当然あると

思いますので、やむを得ない方向というか積極的にやっていただきたいと、そう思いま

す。

○浅川消費者情報官 はい、では、亘さんどうぞ。

○亘氏 ちょっと素朴な質問なんですけれども、先ほどから出ているコモディティー・ア

プローチについて、例えば革靴であるとか、それから何でしたっけ、もう一つはワイン

とかが出ていますけれども、直接国際獣疫事務局というＯＩＥからちょっと離れたもの

はこういう形で出てきた背景についてご説明いただいたんですけれども、いまいちその

辺が何で革靴がここへ出てくるのか、ちょっと意味がまだのみ込めないのが１つござい

ます。

それからもう一つが質問票なんですけれども、実際にはＯＩＥコードと同様に公式認

定は扱われるべきだとここに書かれているわけなんですけれども、にもかかわらず、質

問票というのは一体どの程度のレベルでどのような内容が検討されたのかがわかりませ

んので、よろしくお願いします。

○小川国際基準課長 今いただきました岩間さん、それから亘さんありがとうございまし

た。

特に岩間さんのご発言はどちらかといいますと、これからの対処ということだと思い
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ますので、主として亘さんのほうからいただきました質問についてお答えします。

余りにも極端、明らかに問題ないでしょうという例を出しましたけれども、逆に言え

ば、例えば今議論になっている、先ほど最後のスライドで説明申し上げましたような口

蹄疫でお肉が大丈夫じゃないかとか、あるいは今までやってきたものでも例えばパルマ

ハムとか、イベリコブタのハムとか、そういった塩蔵処理して長期間熟成したものであ

れば、当然そのリスクも低減されているんで、たとえ病気が発生しているところからで

もそういったものは輸入しても安全であるということをコードに書くということで彼ら

は取り組んでいるわけですね。

その意味でいきますと、いろんな見方があると思います。そういったものについては

貿易をとめなくていいので貿易促進効果があるという見方もありますし、逆に貿易の混

乱を招かないということもあるんですね。要は病気が発生してとまる、とまらないとい

うのを毎日繰り返していても、実は私も含め消費者の感覚からすれば、とまった前の日

の肉は、じゃ、安全なのかとか、そういった議論というのはあるわけですね。そういう

意味では、こういった措置が講じられているんであれば大丈夫ですと。例えば鳥インフ

ルエンザでいうところの加熱家禽肉ですね。ウイルスは死滅しているから安心してくだ

さいと言われる効果、そういったものがどういうものがあるのかということを取り組ん

でいるというのが今のＯＩＥ。それから、先ほど出したワインの例は植物の問題ですけ

れども、そういった取り組みを行っているということです。

もう一つの質問票の部分なんですけれども、これは先ほど今提案されているものをず

っと見ていくと、例えば具体例のほうがわかりやすいかもしれません。質問票に答えて

いくと、大体英語で両面刷りでこのぐらい（厚さ10センチ程度）のデータは出さなき

ゃいけなくなります。これ、両面で英語でざっと書いてあります。それぐらいのデータ

は要求する質問事項にはなっています。そういう意味では、私たちこれを読む立場から

すると、微に入り細に入りその国の衛生状態なり、その病気にどうやって取り組んでい

るかの百科事典の情報ぐらいは入っているものになります。そのぐらいを求める質問票

になっております。

○浅川消費者情報官 では、時間もありますので、吉川先生。

○吉川教授 言いたいことはある程度わかったんですけれども、やっぱり疾病別に考えて

みると、貿易を促進するためにコモディティーというか、物品によってほとんどリスク

がなければ疾病に関係なく切り離そうという考え方、あるいはその国に疾病があるけれ
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ども、例えばゾーニングとかコンパートメントみたいな格好で実際の流行から隔離され

ているものであれば、特別物品でなくても輸出入可という貿易促進という点から見れば

そういう考え方もあるとは思います。けれども、逆に言うと、そういう条件を緩和して

いくに従って、例えば本当にその国が例えば口蹄疫を撲滅しようというインセンティブ

が本当に持てるんだろうかと、あるいはそれなら病気があってもいいじゃないかという

ことになりませんか。それは本当にＯＩＥの本来の目的、家畜の伝染病をコントロール

してできるなら撲滅していこうという戦略と本当に合うんだろうかという気がするんで

すよ。ほとんどリスクのないものに金を使ってやる必要はないじゃないかということは、

これはあまりだれも反対しないと思うんですけれども、いろいろなものを考えていった

ときに、その戦略として案外片方でレベルを下げ過ぎると、むしろ一生懸命やっている

国にとってはそこまで金を使って撲滅に努力しなくたってと、これでいいならこれでい

いじゃないかということになると、かえって国際感染症防疫としてはマイナスになる気

もするんで、そこら辺の総合的な評価を緩めることと、それによって得られる貿易的な

利益があるかもしれない。でも、逆に感染症をコントロールするという国際的に見たマ

イナスポイントというものをやっぱり総合的に考えて議論していかないと余りルール的

に杓子定規にやるのは僕はちょっと問題じゃないかなという気がするんです。

○浅川消費者情報官 では、申しわけございません。お時間がありますので、最後に萬野

さん、すみません。

○萬野氏 すみません、どうも。

また、根本的な質問なんですが、今年度に日本が公式認定を申請するというふうなお

話だったんですが、申請して公式認定を受けるというその国の立場というのはＯＩＥの

ルールを要は批准するという立場になってしまうのかどうか。そこの要は申請する国の

立場というんですか、その辺の考え方はどう理解したらいいんでしょうか、お願いしま

す。

○小川国際基準課長 ありがとうございます。

まず、吉川先生にはまさにそのとおりだと思います。ＯＩＥという組織がどこに重点

を置いて、どこにどうやってバランスをとって活動を行っていくのかというところにだ

んだん向かっていくんだと私も考えております。

それから、萬野さんからいただいた意見でございますが、特にこれに従うとか従わな

いというよりも、むしろ例えば日本がＢＳＥで公式認定のステータスを申請したわけで
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ございますけれども、その最もある効果は自分たちがやっている措置について第三者で

ある、しかもその専門機関であるＯＩＥがどう見てくれたか、つまり評価してくれてい

るのかくれていないのか、第三者による認証を受けるか受けないかということであって、

したがって、そこにアプライしたことによってＯＩＥのやっていることを全部受けなき

ゃいけないとかそういったものではありません。現に口蹄疫でも日本で一度発生いたし

ましたが、すぐ回復してすぐＯＩＥに申請してちゃんとエラディケーションが成立した

と、疾病の清浄化に成功したということを確認してもらったことも過去日本にはありま

すので、そういったものとご理解ください。

○浅川消費者情報官 大変申しわけありませんが、時間の関係がありますので、少し休憩

をとりまして次の議題に移らせていただきたいと思います。では、最後に、山浦さん。

○山浦氏 事実関係だけ確認したいんですけれども、日本がＢＳＥステータスの認定を12

月に申請したということと、今回の今話題になっている公式認定というものは同じもの

なんですか。私が理解していたのは、３つの分類の中のステータスの管理をしていたリ

スク国に日本がなりたいという申請をされていたと思うんですけれども、今回の公式認

定の申請をされたんでしょうか。

○小川国際基準課長 簡単に。

まさに日本が申請したのが公式認定です。それは管理されたリスク国になれるかとい

うふうには申請していません。どこに該当しますかと、もちろんわからないリスクに認

定されることはありませんけれども、無視し得るのか管理されているのかどっちに該当

するんですかということを聞いています。

○浅川消費者情報官 それでは、ここで一端休憩をとって次の議題に移りたいと思います。

現在15時52分ですので、16時から次のＢＳＥ関係の議題に入りたいと思います。よろし

くお願いいたします。

（休 憩）

○浅川消費者情報官 それでは、時間になりましたので次の議題に入りたいと思います。

次の議題といたしましてＢＳＥコードに関する改正提案の概要について、動物衛生課

の川島より説明いたします。資料の２の26ページまでが次の議題になります。

また、何度も恐縮ですけれども、学識経験者の方はスクリーンが見えにくいと思いま
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すので、席の移動をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○川島国際衛生対策室長 それでは、国際衛生対策室長の川島でございます。

時間が少し押しているようですので、少し早口になるかもしれませんがご説明を申し

上げたいと思います。

私のご説明で使わせていただく資料は資料ナンバーの２番、それから資料ナンバーの

３番でＯＩＥコード改正の主な項目に関する論点（案）というものがございます。それ

から、参考資料の５番、ＯＩＥによるＢＳＥステータス認定の申請についてというプレ

スリリース、この３つの資料を使ってご説明を申し上げたいと思いますので、よろしく

お願いします。

まず、ＯＩＥコード改正でございます。

復習も兼ねて、まず最初に、ＯＩＥコードがどういうものかということについて簡単

にご説明を申したいと思います。

ＯＩＥコードは、約600ページぐらいの本になっておりますけれども、１部と２部に

分かれております。

1部は一般的なことが書いてございまして、例えば用語の定義ですとか、あるいはこ

こに書いていますサーベイランス、これはどういう手順で行うのかといったようなルー

ル。それから、リスク管理措置をとる場合にはリスク分析をする。その場合の方法、実

施手順あるいは輸出入の手続、こういった横断的な項目について記述がございます。第

２部で個別の動物あるいは疾病ごとの貿易条件、こういったものを定めているという内

容でございます。一般条項として先ほど言いましたようなものです。今年の５月の総会

に改正をしたいということで提案されており、用語ですとかサーベイランス、リスク分

析、こういったものはこれまで得られてきた知見ですとか、新たな意見とかによって一

部改正をするというような内容になっております。

それから、ゾーンとコンパートメントは、先ほど吉川先生のほうからやはりＯＩＥの

目指すべきは国全体で疾病を撲滅していくものにするべきだというご指摘がございまし

た。実は昨年同じリスコミで、コンパートメントの議論をしたときに、私の記憶ですと

林さんからもやはり国全体の撲滅というものを第一義的に求めていくべきではないかと

いうようなご意見をいただいておりまして、実は日本から昨年そういった趣旨のコメン

トを出しております。日本からのコメントを反映する形で、今年このゾーンとコンパー

トメントの条項の中に国全体での撲滅を最終目標とすべきであるというような文言が提
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案されているという状況になってございます。

それから、第２部、個別の病気ごとにやはり先ほど言いましたような新たな知見等に

基づいて改正提案が今回もなされているということでございますけれども、そのうち本

日のこの会議では、まず、ＢＳＥと豚コレラについて概要をご説明申し上げてご意見を

伺いたいということでございます。

ＢＳＥについてですが、最近の、まずＢＳＥの発生状況をまず簡単にご紹介したいと

思います。

ご案内のとおり、ＥＵ、イギリスで非常に発生をしてきて拡大をしたわけですけれど

も、87年、86年ころから確認がされるようになりまして、92年にイギリスで３万7,000

頭強が１年間の間で確認されたのがピークでございます。最近、見ていただいたらわか

るように、急速に減少しているという状況です。これが具体的な数字でして、全体でこ

れまで約19万頭のＢＳＥ感染牛が確認をされておりまして、イギリスがそのほとんどす

べて約18万5,000頭を占めているということでございますが、先ほどのグラフと照らし

合せていただければわかるように、最近イギリスでも2008年は25頭ということで100頭

を切るような状況で減少してきております。

日本につきましても、2006年に10頭確認されておりますけれども、昨年は１頭という

ことでございまして、これは世界的にＢＳＥ対策として、特に飼料規制─フィードバ

ンと言っておりますけれども、その飼料規制が適切に実施されてきた結果、こういう形

で減少状況になっているということでございます。

日本については、先ほど言いましたように、昨年も１頭見つかっておるんですけれど

も、実はこのグラフは確認された感染牛がいつ生まれたかということをごらんいただく

ためにお示しをしているものでございます。ごらんいただきましたらわかりますように、

大体95年から96年に生まれた分、それから99年から2001年までに生まれた分というもの

でほとんどすべてが確認されておりまして、特にご注目いただきたいのは2001年10月に

法律により飼料規制─フィードバンを実施して以降は基本的に日本ではそれ以降に生

まれた牛でＢＳＥが確認をされていないという状況でございます。

そういう意味でも、日本におきますフィードバン─飼料規制も非常に効果的なもの

として今実施をされていると、非常に効果が上がっているという状況ではないかと考え

ております。

それで、ＢＳＥコードの概要ですけれども、ＢＳＥコードの全体的な構成は、まず、
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無条件物品という部分がございまして、それからリスクステータスの要件、それからリ

スクステータスごとの貿易条件、それからサーベイランス基準と、こういうような構成

になっております。

まず、リスクステータスの要件ですが、実はＢＳＥのリスクステータスには３つござ

います。

その最初の無視できるリスクというものですけれども、ここに書いてございますよう

に、ＢＳＥの発生がないような国であって、かついわゆる通報義務ですとか、獣医師、

農家に対する教育等が７年以上実施されておって、かつフィードバンが８年以上実施さ

れているような場合。それから、国内で過去に発生があるけれども、それは過去11年以

内に生まれたようなもので発生しているわけではないという場合。つまり11年以前に生

まれた古い感染牛は仮に発生があっても最近はきれいになっているという考え方でござ

います。もちろん感染牛が出たりすれば、その感染牛自体あるいはそれと同じ汚染され

た飼料を給与されたと考えられるようなコホート牛、疑似患畜というんでしょうか、同

居牛というんでしょうか、そういったものについてもきちんと処分しなさいと、こうい

う要件を満たせば無視できるリスクのステータスに入りますというものです。サーベイ

ランスとしては、後でご説明申し上げますけれども、Ｂ型というサーベイランスを実施

しなければならないというのがこの要件です。

それから、２番目の管理されたリスクの国というものにつきましては、発生が一般的

には国内発生があっていろいろな対策はやっているんだけれども、まだ７年未満である、

あるいはフィードバンであれば８年未満であると、無視できる国の要件を満たすまでに

は至っていないというような国については管理されたリスクということです。リスクは

一応管理されているというステータス区分にしましょうということでございまして、そ

のためにはＡ型サーベイランスを実施しなさいということになっております。その無視

できるリスクの国あるいは管理されたリスクと、いずれの要件にも該当しないというも

のが一番下の丸に書いてあります不明のリスクの国という分類にされるということです。

Ａ型サーベイランス、Ｂ型サーベイランスというものが出てきましたので、簡単にご

説明しますと、Ａ型サーベイランスというのは10万頭に１頭のＢＳＥ感染牛をきちんと

摘発できる水準でサーベイランスを実施しなさいということでございます。Ｂ型サーベ

イランスの半分の５万頭に１頭のレベルで検出できるものにしてくれというのがこのサ

ーベイランスのポイントでございます。
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それから、そういうふうに３つの分類をしまして、そのステータスごとに貿易条件を

定めており、これが３つのリスクステータスごとの貿易条件でございます。例えば管理

されたリスクの国から牛肉を輸出するときはと畜の前後できちんと検査をして、その検

査に合格しているということのほかに、ピッシングというと畜の際に脳からワイヤーの

ようなものを脊髄の中に入れまして牛の反射をとめて安全に作業をするというためにや

る作業なんですけれども、そういったピッシングを実施してはいけませんという貿易条

件になっております。

それから、ＳＲＭ（特定危険部位）と言われている、ここに書いてありますように、

全月齢の扁桃ですとか、回腸遠位部あるいは30カ月齢超の脳・眼・脊髄、こういったも

のについてはきちんと除去をしなさいと、その上で輸出をしなさいというのが貿易条件

になっております。無視できるリスクの国の貿易条件、それから不明のリスクの国の貿

易条件、それぞれごらんいただいているとおりでございますけれども、不明のリスクの

国になりますと、脳とかの除去月齢が12カ月ということで厳しくなっております。

そういうステータスについて、実は先ほど国際基準課長の小川課長のほうからもご説

明がございましたけれども、これまで2007年５月の総会でここにお示しをしております

11の国がそれぞれ公式認定を受けているということでございます。

それから、昨年５月、これはほとんどＥＵの国でございますけれども、無視できるリ

スクの国として５カ国、それから管理されたリスクの国としまして25カ国が認定を受け

ているということでございます。日本は、先ほど来ご議論ありますように、昨年12月15

日にＯＩＥに対してステータス申請をしてございます。その資料が参考資料の５番とい

うものですので、後でごらんいただければと思いますけれども、我々がＯＩＥに対して

申請した資料に関しまして、今年２月の初旬にＢＳＥの専門家が集まってそのデータを

チェックして評価をまとめる。それが恐らく３月中旬以降に各加盟国に配付をされて、

それに対するコメントが求められて、その結果、５月の総会で我が国のステータスが決

まっていくということになろうかと思っております。

それで、今回の５月の総会で改正提案というものがなされているわけでございますけ

れども、それについてご説明を申し上げたいと思います。

まず、無条件物品ということでちょっと言葉としてはなかなかなじみのない言葉であ

りますけれども、先ほどのコモディティー・アプローチと同じ考え方というふうにご理

解をいただければいいと思いますけれども、ＢＳＥに関しましては、これまでの実験感
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染あるいは自然感染例に関する疫学データ等に基づきまして、ＢＳＥのリスクが認めら

れなくて、ＢＳＥのステータスにかかわらず貿易ができる物品とご理解をいただければ

いいと思います。具体的に現在のコードに書かれておりますのは、ここ（スライド２

０）に掲げてございますように、１番から８番まででございます。牛乳ですとか、ある

いは４番の皮から製造され調整されたゼラチン、コラーゲン。それから、７番、骨のな

い骨格筋肉（機械的除去肉を除く）となっております。この（注）については次でまた

ご説明申し上げますけれども、機械的除去肉というのは、ブロックの肉を取った後にま

だ骨に肉が残っているものをさらにひき肉原料として使うために、骨を砕いたりしてそ

の肉を回収することを言っておりまして、こういったものは無条件物品にはならないと

いうことを書いているということでございます。骨なしの骨格筋肉については、無条件

物品に入っているんですけれども、現在の条件ではここに掲げてありますように、30カ

月齢以下であるということ、それからピッシングがされていない、それからと畜前後の

検査に合格していること、それからＳＲＭが除去されているということがその骨なし骨

格筋肉を無条件物品とするときの要件と記述があるわけです。けれども、今回の改正案

はその中の30カ月齢以下であるということの要件を削除をしたいというのがＯＩＥ側か

らの提案でございます。その背景については、また後でご説明を申し上げたいと思いま

す。

続きまして、ＢＳＥの関係でゼラチンでございます。

ゼラチンにつきましては、昨年５月の総会にかけられる３月時点の改正案は、原料と

して、ゼラチンは先ほど言いました皮と骨から製造ができるんですけれども、昨年の改

正案では骨から製造する場合の条件につきまして、管理された国の場合は30カ月を超え

る牛の頭蓋骨を除去、つまり使ってはいけないというものがもともとの案だったんです

けれども、30カ月齢を超えるという月齢条件を撤廃したいというのがＯＩＥ側の当初の

提案でありました。

また、不明のリスクの国につきましては、ここに書いてありますように、12カ月齢を

超える牛の頭蓋骨という要件に加えまして、脊柱という要件を削除することになってい

ました。脊柱を削除するということで、逆に言うと、脊柱は原料の骨として使っても構

わないことにしたいという提案をいたしました。

ただ、昨年の総会でいろいろ我が国も含めまして議論をした結果、骨由来のゼラチン

につきましては、管理された国も不明のリスクの国も月齢にかかわらずすべて頭の骨、
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それから脊柱、これはどちらにしても使ってはいけないというような、むしろＯＩＥが

提案した以上の厳しい基準に昨年はなったということでございます。それについてＯＩ

Ｅの、今年の５月の総会で議論する案として、もう一度ＯＩＥ事務局としてはこの脊柱

という要件を削除したい。つまり脊柱を原料として利用しても問題ないというようにし

たいというのがＯＩＥからの提案ということになっております。

豚コレラは、実は次の部になりますのでこの資料はこれで終わりにさせていただいて、

先ほど言いました資料番号の３番でございます。

これをちょっとごらんいただきたいんですけれども、皆さんにいろいろとご議論をい

ただきたいと思っております論点を当方で整理をさせていただいたものでございます。

ざっと読みますと、まずＢＳＥの部分でございますけれども、いわゆる無条件物品のと

ころ。骨なし牛肉に課されている条件のうち30カ月齢以下という条件が削除されている

ということでございます。この理由といたしましては、ＯＩＥからは（１）30ヶ月齢の

制限はＳＲＭによる汚染の可能性を考慮した安全策として記述されているものである。

それから、ＳＲＭの除去による汚染回避がＢＳＥに関する人、動物に対するリスク管

理のために最も重要であるということを上げておりまして、したがって、その30ヶ月齢

という月齢要件は削除したいというものです。

参考に、ＯＩＥのコード委員会からの報告書において、さらに①と②に掲げておりま

すように、ＯＩＥとしての根拠が示されているわけでございますけれども、そこには現

状ではイギリスにおけるＢＳＥへの人への暴露は先ほど申しました機械的回収肉といっ

たものがほとんどであるということ。

それから、適切な飼料規制によりＢＳＥは減少している、あるいはコードのほかの要

件ですね。と畜前後の検査ですとか、ここに書いてあるようなほかの要件をきちんと適

用すれば中枢神経による汚染リスクを著しく低下させること。それから、月齢制限はＢ

ＳＥがピークのときにはある程度そういうリスク低減の手段となったかもしれないけれ

ども、最近ではコードの要件が適切に実施されている限り30カ月齢超の牛を排除するこ

とで大きなリスク回避効果は考えられないというのがＯＩＥの月齢要件を撤廃したいと

いう根拠、理由になっております。

そういったことについてどう考えるかということについてご意見を賜りたいというこ

とでございます。

それから、実はこの30カ月齢の撤廃の提案は、ＯＩＥとしては今回が初めてではござ
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いませんで、２年前にも一度同じ提案を出しております。ただ、そのときはＯＩＥ総会

にかける直前にその提案を撤回しております。それはやはり当時いろいろな国から、日

本も含めて、慎重に議論すべきだと反対というようなコメントが出たことがございまし

て、２年前は一度提案しましたけれども、総会にかける前にＯＩＥ事務局が自ら撤回を

したという経緯がございました。今回、改めてＯＩＥとしてはこの提案をしたいという

ことでございます。

それから、ゼラチンでございますけれども、先ほど言いましたように、ゼラチンの原

料骨の要件につきまして、昨年の総会で不明のリスクの国の脊柱を使用可能とするとい

う提案がなされたわけですけれども、議論をした結果、管理されたリスクの国、不明の

リスクの国、いずれも頭蓋骨、脊柱は使用をしてはならないという提案になったわけで

す。今回、ＯＩＥのほうから原料の由来に関係なく、コードの規定に基づき製造された

ゼラチンは安全であるということで頭蓋骨は使用不可のままだけれども、脊柱は使用可

としたいという提案がなされているということでございます。

参考１に、そういう提案をする科学的根拠といたしまして、実はこれはニュージーラ

ンドのほうからリスク評価結果を出しておるんですけれども、実験的に脊柱のようなと

ころの骨にＢＳＥの異常プリオンをまぶして、実際そういうものでゼラチンの製造工程

を経ていきますと、ゼラチンの製造工程ではいろんなアルカリ処理ですとか、酸処理が

あるものですから、ＢＳＥのプリオンが除去されて不活化されるというような実験デー

タがございます。そういった実験データに基づいて安全であるということが科学的に示

されておりまして、そういったことを根拠にＯＩＥ事務局は提案をしてきたということ

でございます。

ただ、先ほど言いましたように、去年そういう提案について反対意見が出たわけでご

ざいまして、参考２に書いてございますけれども、シンガポール、それから私ども日本、

それからＥＵ、そういったところからまだ十分な科学的な根拠は示されているとは言え

ないといったような考え方に基づきまして反対意見が出されまして、議論した結果、現

在のものになっているということで、これもＯＩＥは改めて再提案をしてきたというの

が今回の提案でございます。

以上でございます。

○浅川消費者情報官 では、このＢＳＥの改正案の２つのポイントについて順番に意見交

換をしていきたいと思います。
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まず初めに、ＢＳＥステータスにかかわらず貿易できる牛肉の月齢条件の変更につい

て意見交換をしたいと思います。

どなたかご意見がありましたらお願いいたします。ではまず、小林さん。

○小林氏 基本的にはあまり緩めるべきではないという考え方です。

ただし、この11ページに書いてありますように、今でも無条件物品ということで30カ

月齢以下のものは骨格筋は自由に貿易できるという話になっているわけなんですね。に

もかかわらず国内においては、例えばアメリカのものは20カ月齢以下しか輸入できない

というようなことがあるんで、逆にこういうＯＩＥ基準を守っていただくようなことで、

今の現状、基準を守っていただくようなことで進めていただきたいなと思います。少な

くともＳＲＭ、特定危険部位については流通させるべきでないという立場でおります。

後のところでも出てきますけれども、これはゼラチン工業会さんのところでいろいろ問

題あるかと思いますけれども、頭蓋骨も含めて脊柱を除くというような話になっている

んですが、やはりすべてのＳＲＭの流通を少なくとも国内ではすべきではないというこ

とが肝要ではないかなと思っております。

以上です。

○浅川消費者情報官 今のご意見は今のルールをまず守るのが大事であり、30カ月齢など

というまだそういう提案というのは時期が早いということですね。わかりました。

ほかに。では、原さん、お願いします。

○原氏 私たちは30カ月齢の条件の撤廃に反対します。

もともと先ほどの方がおっしゃったように、無条件物品について日本政府が受け入れ

ているわけではないので、じゃ、いいじゃないかということになるかもしれません。こ

の30カ月齢というのは、結局、我々30カ月齢以下だって安全なんていうふうに全然思い

ませんけれども、月齢に従ってプリオンが蓄積していくというのは、これはもう明らか

な事実、これまで確認されている事実なわけですから、そういったことを無視してこう

いったことを提案してくるＯＩＥの科学性というものをちょっと疑問に思います。これ

までＯＩＥが提案しているコードの改正について科学的な根拠というものがきちんと示

されているように思えないので、日本政府としては科学的な根拠をきちんと求めていた

だきたいと要望します。

それから、ステータス評価なんですけれども、昨年イギリスが管理されたリスクの国

になったということで、日本は今申請をしていてどこになるのか知りませんけれども、



- 27 -

結局、イギリスであってもＢＳＥが非常に少ない数しか発見されていないような国で、

それなりの措置がとられている国であっても、結局、管理された国ということで一緒に

なっているということでいうと、このＯＩＥのステータスのカテゴリーというのは非常

に定量的でなくて定性的な分類であると、ＩＡＲＣの発がん性の分類のような定性的な

分類であると判断せざるを得ないのではないかと思います。そういう意味では、このＯ

ＩＥのステータスの分類が輸入の牛肉の輸入のいろんな条件と直結しているというのは

甚だおかしな話じゃないか、やはりリスクの高い国からはそれなりの規制をされてしか

るべきではないかと思いますので、このステータスの評価ということ自体を改善するよ

う求めるべきではないかと思います。

それから、日本が12月にステータスの分類を申請したということなんですけれども、

どのような評価になるのかはわかりませんけれども、その結果をもって、先ほどちょっ

と会場というかこの円卓から発言ありましたが、シンガポールだとかいろんなところに

輸出をするというようなことを先方の政府にもそれなりの、我々自体は日本の安全対策

について現時点でその三本柱の対策ということで信頼はしておりますけれども、先方に

は先方の理屈といいますか、考え方がございますので、このＯＩＥのステータス評価を

根拠に輸出を求めるようなことはやめていただきたいと思います。きょうは生産者の方

もいらしていますので、輸出したいのかしたくないのかというような意思についても聞

きたいところではありますけれども、このＯＩＥのステータスを根拠に要求することだ

けはやめていただきたい。日本ではこれだけ安全な対策をしているから安心して輸入し

てくださいと交渉するのはいいとは思いますけれども、ＯＩＥのこれを根拠に求めるの

はやめていただきたいと思います。

○浅川消費者情報官 山浦さん。

○山浦氏 ありがとうございます。

私もこの無条件物品の条件については原さんと同じように、この月齢制限の撤廃には

反対です。

そもそも、これも同じ意見ですけれども、無条件物品ということで骨なしの牛肉の輸

出ができるということ自体がやはりまだまだ科学的にも問題があると考えています。

牛肉に末梢神経が実際に存在するわけですから、そこにおけるプリオンの危険性とい

ったことが本当に大丈夫だと科学的に言えるのかどうか、この点をやはりもっとしっか

りと議論し、分析しなければいけないと思います。



- 28 -

そして、資料３にありますように、ＯＩＥのいろいろな根拠が示されております。こ

れは主にイギリスの例などを引いて、そこでリスクの評価をしているわけですが、日本

の例をもっと強調して、日本においても昨年度もＢＳＥ一例出ておりますが、まだまだ

こういった発生ということはあり得るわけです。また食肉からのプリオンの問題という

ことも我々は心配しております。それから、日本における若齢牛の問題等もありますの

で、そういった問題をぜひ例として取り上げてこういったＯＩＥの根拠はおかしいとい

う主張をぜひしていただきたいと思います。

それから、ゼラチンにつきましても……。

○浅川消費者情報官 申しわけございません。ゼラチンは次に時間をとります。

○山浦氏 では以上です。ありがとうございます。

○浅川消費者情報官 和田さんと岩間さんが手を挙げておられましたので、その順番で発

言をお願いした後、今の科学的な根拠ということについて議論が出ておりますので、吉

川先生にもし科学的なそういう見解についてご紹介をいただければと思います。その順

番でお願いいたします。

では、和田さん。

○和田氏 消費者の立場でもう既に発言がありましたように、月齢の撤廃ということには

私どもの団体も反対でございます。

そして、やはりＯＩＥの総会の前というのは毎年このような会が持たれておりますけ

れども、いろいろなお話を伺っておりますと、何か貿易ということが非常に重く出てき

ているというような感じを毎年受けております。今年も同様であるということで、やは

り科学的な根拠というのが後でご説明があるのかもしれませんけれども、そこのところ

をきちんと納得のいくような資料を示していただきたいとお願いしておきたいと思いま

す。

日本の評価を受けるというときにも、今日現在、ピッシングがどれだけになっており

ますのか私もちょっと今正確な数字を存じませんけれども、その辺を考えますと、日本

の評価というものがどういう位置づけになるのかということも必要だとは思います。け

れども、山浦さんが言われたように、それを根拠にしてのいろいろな日本としての貿易

を求めるほうをやっていくということには問題が非常に大きいのではないかということ

を感じております。

以上です。
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○浅川消費者情報官 では、岩間さん、次、お願いします。

○岩間氏 私はぜひ廃止することについて日本政府として賛成していただきたいと思いま

す。

これまで日本政府として、ＢＳＥ対策について法律に基づいて先ほどご説明があった

ように昨年以降発生しておりません。一番のポイントは、フィードバン2001年の法律に

基づいて肉骨粉を処理し、またえさの面、それから生産者もこれについて一生懸命取り

組んできています。その結果としてＢＳＥの症例牛の発生がもうほとんど見られない。

たまにあっても、フィードバンのかかる以前の老齢牛でしかそれも見られないというこ

とは、もう相当の効果が上がっていると思います。そういう現状にあって、一方で、ま

だ日本のＢＳＥ検査が各県ではまだ全頭検査が行われている。非常に国の方は、もう一

方で20カ月齢以上と言いつつも各県は横並びで相変わらずＢＳＥ検査を続けているとい

うこういうアンバランスを何としてもやっぱり是正していただきたいと思います。

そのためにもやっぱり国際的なこういうＯＩＥの場でこういう月齢制限がかかってい

るものをもう見直していただきたい。もう日本の認識と海外の認識というのが私は相当

違うと思うわけです。私も先ほど輸出に当たって、ＢＳＥの認定を何か政府が先頭に立

って相手国に日本のステータスを示すことが輸出促進になる。そんなことは、これは私

ども業界とかの者は考えているだけであって、やっぱりステータスというのは世界じゅ

うの統一的な評価で皆さんに評価していただく。だから、これは相手国が日本がそうい

う状況になったから輸入するかどうかを、それは相手国が判断していただく1つの材料

であって、認定することが即輸出にプレッシャーかけるようなそんなものでも何でもな

いわけです。私、今回いろいろ輸出促進のために各国の方が日本にお見えになっていろ

いろ食肉と畜場をごらんになったときに、やっぱり日本のステータスのことを非常に気

にされている発言もありました。全く今の不明の段階から１つでも上がればそれだけや

っぱり海外の方も安心してＢＳＥについて日本がそれだけ管理しているんだなというこ

とで、また日本の牛肉を買っていただけると、そういうことに私はつながると思ってい

るわけです。

そういう意味も含めて、ぜひ今ここまでやっているという、日本も頑張っているんで

すから世界の流れについていっていただきたいとそう思います。

○浅川消費者情報官 では、吉川先生、お願いします。

○吉川教授 科学的にどうかというのに明確に答えるのはそんなに楽ではないと思うんで
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すけれども、わかってきたことを整理すると、多分１歳以下ぐらいの若い年齢でほとん

どのケース、侵入してきたＢＳＥに対しては感染が成立するだろうということ。それか

ら、徐々に先ほど言われたように、感染後、ＢＳＥのプリオンが中枢神経を含めて蓄積

してきて、ある一定量に達した段階では抹消のほうにプリオンが広がっていくだろうと

いうことは正しいだろうと思います。

もう一つ、そういうイギリスを原点とした流行とは別途に高齢牛で日本のケースもあ

りましたけれども、非定型のＢＳＥというケースが出てきて、そのケースもまた幾つか

の報告では感染性を持っているという、これも事実だろうと思うんですね。

ＯＩＥが国際的な機関としてすべてに通じるルールをつくらなければならないという

ところに矛盾が出ざるを得ないんだと思うんですね。本来、外から入ってくるものに関

しては、有効な飼料規制がとれれば、先ほど日本の場合、2001年にとめて、国内での流

通過程を考えれば最大で６カ月くらいの滞留があったとしても、その後生まれたものに

関しては陽性例が出てこない。それはほかに汚染されて対策をとっていた国も同様です。

かつて提案されたが批判されて消えてしまった『有効な飼料規制がとられた後に生まれ

た牛』についてどうか、というのが科学的にいうなら、１つの基準としては本当は正し

いんだろうと思うんですね。20カ月だ30カ月だというのは、かつてイギリスの最大の汚

染のときのモデルを例にとって言っているだけであって、各国それぞれ対策をとった後

に生まれたか、それより前に生まれたかというのが、その牛の１つのリスクポイントに

なるだろう。

もう一つ、今言ったように、そういう汚染とは別にスポラディックというか非定型が

ぽつぽつと出るというその２つの点を考えると、本来、20カ月だ30カ月だという議論は

余りどこに基準をおいても、いろいろと異論が出てくるんだろうと思います。もしＳＰ

Ｓ協定みたいなものを優先して考えるなら、それぞれの国のリスクを考えることになる

と、本当に有効な規制がとれているのか、あるいはＳＲＭがちゃんと排除されているの

かというほうが本当の意味で現実的なリスク評価になると思うんですね。

だから、残すか撤廃するかというよりも、本当はそういうものに合った表現の項目の

ほうがいいと私は思うんです。だから、何もなくてもいいとは思わない。国によっては

有効に対策がとれた後の牛という条件。あるいはそういう条件を取ったとしても８歳と

か９歳の高齢牛、こんなものが肉として出回ることはほとんどないと思いますけれども、

国際的な安全性を考えれば、そういう高齢牛は、例えば８歳以上はだめ。若い牛につい
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ては有効な処理がとれた後に生まれた牛というような条件のほうが、科学的にというな

らそれのほうが合っているんじゃないかなと思います。

○浅川消費者情報官 ありがとうございました。

では、羽根田さん。

○羽根田氏 ただいまお聞きしていますと、大変いろいろな意見があるんですけれども、

私も吉川先生とちょっと似たところがあるんですけれども、現在、無条件物件で年齢制

限を全部取っちゃえとは私は思っておりません。

ただ、最低30カ月ぐらいは一つの目安としてそれは考えるべきだと思います。どこの

年齢制限をしようと、危険はあるといえばある、ないといえばない、そういうデータと

いうのは私はないと思うんですよね。それで、一番ものすごく大切なことは、今も先生

がちょっとおっしゃったんですが、私もそう思うんですけれども、いわゆるＳＲＭを完

全に除去することだと思うんですよね。そのＳＲＭがなければ、そういうようなものが

流通していなければそれができないことであって、そのほかにそういう危険な部位とい

うのがないわけですから。だから、輸入する国からそういうＳＲＭが完全に除去してあ

るかということが私は科学的な見地というものの中の第一歩じゃないかと思うんですね。

それが日本が輸入する国がそういうことをまず完全にやっているかやってないかという

ことを徹底的に調べて、完全にやってあるなということがわかれば、それは一つの目安

として30カ月齢のものについては異議がないかなというのは１つ私の基本的な考え方で

す。あくまでもＳＲＭを除去するということですよね。

それとピッシングを完全にやっているかどうかというのは問題ですよね。それと、あ

とはと殺前に検査することは当然のことであって、これも徹底してやっていただくと、

そういうのが１つということ。

それから、先ほどいわゆるＷＴＯの問題等はこれはどうですかということについてで

すね。いろいろなこれは議論もあると思いますね。ＯＩＥとＥＵが一体の関係でＯＩＥ

も、それからもちろんＥＵも１つの結果については、同じような歩調をとっているとい

うことは世界の流れから言って、ＯＩＥのやり方が私は日本の国が世界の中の一人の国

として生きていくためにはそういうような１つの考え方というのが大変な意義のあるこ

とだと思っております。

だから、総合的に食品の政策というのものはものすごくそういうことが大切だと思っ

ております。だから、全部を全く無制限に取っちゃえということじゃなくて、ぜひ私の
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意見としては、国として30カ月齢までを認めて、それを輸入でも輸出でも、輸入もある

し輸出もあるわけですよね。そういう意味においては、輸入輸出ということを両方考え、

それから先ほど言いましたように、食の流通というものと日本の国民の皆さんにより安

くていいものを、たんぱく質の源を供給するということだと思うんですね。

また一方、賛成の方もおられますけれども、じゃ、そういうふうに輸入をどんどんや

られると、我々生産者は大変困っちゃうよと、今ちょっと下がったみたいですけれども、

飼料は高いわ、それから何ですか、そういうような安くて生産者がやっていけないよと

いうように、今まではそういうようなものに対していろいろな補助がありましたですけ

れども、そういうことについてはやはり自由化という大きな世界の流れからいって、私

は日本の農業はある意味においては、全くそれを守らなきゃいかないと思っております。

そういう意味のもう少し具体的な生産農家も守れるような、それから日本の国が40％

の食料自給率しかないということ、これでいいのかなと。消費者も考えていただきます

と、やはり我々、私も消費者の１人として60％も輸入されて、いつどうなるかというの

がわからないときに、やはり私は、特に日本の畜産を盛んにするためにはもっと田んぼ

を草っぱらにしておくんじゃなくて、あらゆるそういうような大きな理由でもっと国産

で飼料をどんどん自給して安いものを供給するとか、そういうものに国が補助するとか、

そういうようなものをやって輸入も輸出も両立できるように日本としてはいかないと、

世界の孤児になってしまうと。食に対する世界の孤児になっていくから、それはやはり

避けてほしいと。だから、もう少し大きな目で見て一歩進んでいただきたいと、私はそ

う思っております。よろしくお願いいたします。

以上です。

○浅川消費者情報官 それぞれのお立場の方から意見をいただいておりますが、生産者の

方からまだ意見が出ておりませんので、では、萬野さん。

○萬野氏 すみません。各委員からいろんな意見でかわいそうな日本の肉業生産者を守っ

てあげようというようなお話が多々ありましたけれども、今回の問題に関しては、やは

り科学的見地からいって本当に牛肉は安全なのかというところの考え方を日本でどうい

うふうにご判断されるのかということがポイントだと思っております。当然先ほど来ご

説明でもありましたように、飼料の安全性も徹底的に我々も実施しておりますし、肉骨

粉が牛の口に入るということはありません。

しかし、やはり数名の消費者のご代表の方もおっしゃったように、まだまだ不安が大
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きいんだなという印象を今日は再確認しました。ポイントは輸出の話もありましたけれ

ども、我々まだまだ自給率４割弱の生産者が輸出推進と言えるような立場とは思ってお

りません。やはり日本の消費者、国民の方に安心・安全の牛肉を生産して供給したいと

いう思いでいっぱいです。その点で、ＯＩＥの考え方もあるんでしょうけれども、牛肉

が日本の中で本当に安全なんだと、月齢とかいうのを関係なしに安全と国民全員がご納

得いただければ、それはそれで結構なことだと思うんですが、なかなかまだそこまでい

っていないと思います。今までの流れから我々なりに勉強した中でも、一たんは要は20

01年にＢＳＥが起こって2002年には牛肉を焼却した事実があります。我々なりにすごく

ショックな事件でした。やはり牛肉は安全じゃないのかというすごいメッセージを国民

に与えてしまったんじゃないかなと思っております。

やっぱりそういった今までの流れを踏まえて、日本の中でＳＲＭを外せば今の飼料の

環境等を踏まえて牛肉が安全ということを徹底していただかないと我々も立つ瀬がない

と思っております。その辺を踏まえてＯＩＥへの意見なり、今後の国際的な認識の中で

日本なりの考え方、日本のシステムの理解を得るような働きを行政のほうにもお願いし

たいと思っております。

以上です。

○浅川消費者情報官 もうそろそろ議論の時間も足りなくなってきたんですが、流通外食

業界の方から、はい、では、多賀谷さん、お願いいたします。

○多賀谷氏 まず、ちょっと質問というか、皆さんのご意見の中でＳＲＭの除去を徹底と

いうお話がありますけれども、この８ページのリスクステータスごとの貿易条件に管理

された国は30カ月齢以下の扁桃と回腸遠位部だけなんですね。ＳＲＭを除去する義務は

ＯＩＥの規定でいきますと30カ月齢以下の扁桃と回腸遠位部、それ以外は30カ月以上。

日本は生まれてすぐから全部取っていますよね。そういう規定で今やっていますよね。

その差というか矛盾というのを今後どうされるのかというのが１つの質問です。

それともう一つ、今度外食の立場として、実は私ども、今、世界的に日本料理が普及

されていて、日本食レストランが海外にものすごく増えています。その中で、海外の日

本食レストランはヨーロッパもアメリカも我々いろいろ出かけていって話をしてくるん

ですけれども、皆さん口そろえて言っていますことは「日本の和牛を売りたいんだ」と、

ものすごく声が強いんです。

ところが、さらにお話をしますと、「いや、ＯＩＥのステータスを取っていないんで
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と、入れたくても入れられないんだよね」というような言葉が現地から返ってきます。

これは日本が輸出したいのもさることながら、やはり海外の人たちが日本の本当におい

しい和牛というものを評価して食べたいという希望がものすごく強いんです。そういう

面では、やはりそれに順応できるような、対応できるような形でのＯＩＥのステータス

の取得というのは一つの意義があると思います。

それと、今度は皆さんの中で30カ月齢という基準を守るべきだというお話があります

けれども、結局、ＳＲＭを取れば安全であるというのが牛肉ということで皆さん基本的

には思われていることなんで、私は吉川先生がおっしゃったようなある高齢以上は別に

して、通常の牛肉であればこの条件を満たせば流通していいと、貿易していいという形

にぜひすべきではないのかなというのは私どもの見解です。

以上です。

○浅川消費者情報官 はい、では手短にお願いいたします。

○羽根田氏 そのことについては私も全く同感ですけれども、じゃ、日本がなぜいわゆる

管理されている国じゃないのかというのは、日本はやっぱりピッシングについてちょっ

とやはり問題があるかもしれない。

○多賀谷氏 ピッシングはＯＩＥのステータスには関係なくあくまでも貿易上の問題です

よね。

○羽根田氏 いや、ピッシングをなぜかというと、まだはっきり言って、これは私の経験

から言って、ピッシングをやっているところがまだ少しあるわけですね。

ただし、それはそういう中でも必ずいわゆる脊髄は違った方法で取っているわけです

よね。だから、それがＯＩＥのほうで何かそれがピッシングやっているからぐらいのこ

とを言われているだけであって、そういう工事（施設整備）は今は地方自治体でももう

ほとんどやってもうじき全部終わると思います、これは。

だから、そういう意味においては、私は管理された国には完全になって輸出もできる

ようになると思っております。そういうことです。

○和田氏 ピッシングはまだやっているんですか。

○原田課長 違います、後で説明します、はい。

○浅川消費者情報官 申しわけありません。ちょっと時間の都合がありまして、それぞれ

のご立場からいろいろ意見をいただきました。

続いて、ゼラチンの関係について意見交換をしたいと思っているんですけれども、は
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い、では、原さん、お願いします。

○原氏 ゼラチンの原料から脊柱の禁止を解くことには私ども反対です。

確かにゼラチンの製造過程においてプリオンが不活化はある程度というか、かなりの

部分されるのは存じ上げておりますけれども、神経節からプリオンが脊柱の骨の中に浸

潤したりしないのかというそういうデータは私見たことなくて、そういうデータがやっ

ぱりきちんとない限り、脊柱が表面の神経組織なりを全部きれいに洗ったからといって

安全であるという確証はちょっと私どもとしては持てないので、そういうデータがない

限りやっぱり脊柱は基本的に除くべきじゃないか。そうしないと、せっかく苦労してゼ

ラチンをつくっていらっしゃるのに、ゼラチンへの安全性について消費者の懸念が大分

増すことになると思いますので、私どもとしては脊柱を除去するというか、この条件か

ら削ることには反対です。

○浅川消費者情報官 先ほど山浦さん発言があったようですので、はい、お願いします。

○山浦氏 私もゼラチンについて脊柱を外すということについては反対で、原さんと同じ

意見です。

この参考２の資料にありますように、去年の総会でもこういったたった1本の論文で

新たな知見と言えるのかということは、今年も状況としても変わっていないわけでして、

やはりこういった根拠がない改正ということは認めるべきではないと私は思います。

○浅川消費者情報官 それでは、伊藤さん、お願いします。

○伊藤氏 それでは、日本ゼラチン工業組合からゼラチンの製造者の立場としては脊柱を

原料に使えるようにしていただきたい。すなわち今回のＯＩＥの提案でありますところ

の頭蓋骨は使えないようにするけれども、脊柱は原料に戻すという案に賛成していただ

きたいという立場から意見を申し上げます。

牛の骨のゼラチンは、ほかの魚のゼラチンとは、今いろんなゼラチンは出てきていま

すけれども、昨年の欧州のゼラチン工業組合の調査資料によりますと、世界のゼラチン

生産量32万トンあるうちに７万トン強が牛骨ゼラチンから使われています。すなわち２

割強のゼラチンが牛骨ゼラチンなんですね。また、私ども日本ゼラチン工業組合が所属

しております環太平洋ゼラチン工業組合（ジーマップ）と申しますけれども、こちらの

調査ですと、昨年2007年度では8.1万トン年間つくっておりまして、そのうち牛骨ゼラ

チンは4.5万トンということでありまして、ほかの地域に比べても牛骨ゼラチンは比較

的多くつくられている地域でございます。牛骨ゼラチンというのは決してマイナーなゼ
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ラチンではないということをご理解いただいて、その牛骨ゼラチンからハードカプセル

あるいはソフトカプセルのような医薬品の原料になったり、あるいはいろいろな食品の

原料になっているということで、私どもの社会生活に非常に有用なものとして使ってい

ただいているという現実をまずご理解いただきたいと思います。

それから、ゼラチンのＢＳＥの安全性についてはバリエーションテストということで

科学的に立証されているということをたびたび申し上げております。これについてなか

なかご理解いただけないので、何度も何度も繰り返しご説明をさせていただきたいと思

いますけれども、このゼラチンの製造工程全体が有する不活化能というのは、これはＥ

Ｕのライフサイエンスリサーチプログラムという資金援助を受けて、ヨーロッパのゼラ

チン工業組合（ＧＭＥ）というところがスポンサーになりまして実験を委託したという

ものでございます。それ以前に、ゼラチンの製造工程のアルカリ処理ですとか酸処理で

すとか、それぞれの工程についての実験というのは単発では行われていたんですけれど

も、やはり実際のゼラチン製造で行っているものではないので、それは評価に値しない

という批判がございまして、その批判にこたえるために実際の牛骨ゼラチン製造工程を

そのままスケールダウンした縮小モデル実験で行われました。この実験そのものについ

ても国際的な専門家のチェックを受けた試験プロクトコールで行われていると。さらに、

委託している３つの研究機関は、国際的に認知された研究機関であるということで十分

批判に耐えられるだけのデータを出したということであります。

したがって、このニュージーランドのマクダミットさんは、このデータをもとにして

独自のリスクアセスメントに引用していただいたと。同様に、エフサ（ＥＦＳＡ）も

─ヨーロッパの食品安全委員会もこのデータを引用していろいろな統計的な解析を行

ってリスクアセスメントをしているというものでありますので、決して非常にあやふや

な実験データではないということをご理解いただきたいと思うんですね。ゼラチンの場

合には骨とか皮のようにコラーゲンを多く含む部位から不純物をできるだけ取り除いて

コラーゲンをまず得て原料として、それに熱変性をかけてたんぱくに変性してゼラチン

にいたします。

さらにその後、精製工程を加えるということで、このような精製と変性という、それ

が幾つもの工程が組み合わされているというのが特徴でございまして、したがって、Ｂ

ＳＥのプリオンは煮ても焼いても死なないと不活化できないと理解されておられるかも

しれませんけれども、１つの工程だけで無視できるほどにリスクを低減するということ
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はできませんけれども、そのような幾つかの工程を組み合わせてできているというとこ

ろが最終的なゼラチン製品にはリスクが残らないということでございます。

このゼラチンの製造工程というのは、ＢＳＥのために新たに特別に強化したというわ

けではございませんで、従前から伝統的に行われてきたゼラチンの製造工程がそのよう

な不活化工程を持っていたということでありますので、過去も現在もこれからもいわゆ

るよいゼラチンをつくろうと思えば必ず通る製造工程であります。

ですから、科学的な根拠といえば、頭蓋骨を使ったとしても基本的にゼラチンは安全

だというのが科学的に根拠のある正しいことだと私はそのように思っております。

そうは申しましても、やはり上乗せの管理条件というのがないと、基本的には安全だ

けれども、やはり安心にはならないということはおっしゃるとおりでございますので、

その条件を上乗せするということに工業組合はもう全面的に反対するというわけではな

いんですけれども、やはりその上乗せの条件についてはステークホルダーの方々皆さん

は互いに許容できる条件であるということが望ましいと思います。ないと理解し合えな

いと、そのように私は思います。

今回のＯＩＥのＢＳＥコードの改正案がもし不成立で脊柱が使えないままでいるとい

うことになるとどういうことになるかと申しますと、牛の頭部の部分はと畜後にと体か

ら切り離されて枝肉の脱骨工程には入りませんから、また頭骨の量そのものも小さいの

でゼラチン工業会としても頭骨を使うということにそんなに魅力はないので、頭骨につ

いては使わないということは許容できると思います。

しかし、脊柱は原料骨全体の比率として二、三割ございまして、決して少なくない量

です。これが使える使えないでは、原料コストとしては二、三割の量ということになり

ますので、決して小さな影響ということにはならないわけです。ジーマップ地域の牛骨

ゼラチン4.5万トンの製造に今必要な原骨というのは約180万トンございまして、このう

ち脊柱除去をするとなると２割減として225万トンさらに必要になります。その場合の

さらに必要な量というのが牛の頭数にすると900万頭分ということになるわけですね。

その900万頭分のものをさらに必要として今つくっているということになるわけです。

逆に言えば、900万頭分の背骨は無駄にしていると、ごみになるのか資源になるのかと、

そういうことだと思います。脊柱そのものにＢＳＥリスクが存在するかしないかという

ことになるわけですけれども、先ほど申し上げたように、ゼラチンの製造工程では無視

でき得るまでリスクを軽減できるわけです。仮に脊柱を使ったとして、そこで増加する
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リスクというのはどれだけになるかというのを正しくリスク評価をした場合に、それで

もやはり無視し得るだけのリスクしか残らないというのが正しいと私は思います。そう

だとすれば、無視できるリスクのためにさらに900万頭分の牛の骨を今は捨ててしまっ

ていると、それを必要としていると、そういうことをご理解いただければと思います。

脊柱の流通管理に制御を設ける必要は確かにあると思います。先ほどお話の中で、現状

のままでリスクのある脊柱そのものが管理のないままで流通するということであると、

これはよろしくないと、それはそのとおりでございますので、脊柱の流通管理に制限を

設ける必要はあると思います。けれども、私ども工業組合の加盟各社が扱うゼラチン原

料から脊柱を除かなければならない必要というのは今申し上げたような説明の中からご

理解いただけると思います。それを取り除く必要はないということで、日本ゼラチン工

業組合としては、リスク不明国とリスク管理国にあっては、頭蓋骨は除くというコード

委員会の改正案については、いろいろな観点からも妥当であるとして支持していただく

ようにお願いしたいというのが意見でございます。

○浅川消費者情報官 ありがとうございました。

小野寺先生、科学的にはいかがでございましょうか。

○小野寺教授 ゼラチンのことはなかなか難しいところですけどね。というのは、一応デ

ビッドテーラーという人がマウスにアダプトしたのを301ＡというＢＳＥ株を一応骨に

まぶして、それでそれに関して一応ゼラチンに関してそういういろんな操作をして、実

際に操作をしたらマウスでは病原体はとれなかったというのはそれは確かです。それに

関してそれが果たして十分な研究か不十分な研究かと。

一応、その一報、デビッドテーラーの仕事はかなり地道な仕事なのでなかなかこうい

う時間のかかって予算のかかる地味な仕事、普通の人もできないし、なかなかやるとこ

ろもないということで一報だけなんです。けれども、これを一報しかないからいいのか

と、いや、もっとほかの国でもやったほうがいいのかというと、これ、恐らく現時点に

おいてほかの国は同じことを繰り返すと、また億に近いお金がかかるんじゃないかと僕

は思うのですね。

それで、ですからもう少し待ったほうがいいというのがＥＵの立場ですけれども、恐

らく日本で同じ実験をやろうっていうのはまず不可能ですね。ですから、それはもう少

し待ったほうがいいのかとどうかというのは何となく模様眺めみたいなところはあるの

ですけれども。そういうところですね。
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○浅川消費者情報官 ありがとうございました。

では、山浦さんお願いします。

○山浦氏 一言だけ。ゼラチンというと、私どもは食用をイメージしますけれども、実際

には医薬品として栄養剤に使われたり、それから医療用用具の人工血管のコーティング

剤に使われるということで、私たちの身体に直接触れていくということがございますの

で、その点もあわせて慎重でなければいけないと思います。今後、この問題が医療過誤

みたいな形で起きてくるということが懸念されますので、やはり慎重の上にも慎重にと

考えております。

○浅川消費者情報官 先ほど少し戻りますが、ＢＳＥの30カ月のところで行政に対して説

明が求められた分がありますので、原田課長からお願いします。

○原田動物衛生課長 いろいろ貴重なご意見を幅広くいただきましてありがとうございま

す。

事実関係だけ幾つかご説明させていただきます。

１つは、ピッシングの実態ということを和田さんからもお話ありましたけれども、

ピッシングのほうですけれども、多分残り６カ所ぐらいだと思います。ピッシングを

今実施していると畜場が残り多分６カ所で、それも３月末までにやめるということで厚

生労働省のほうでも把握されていると思います。

それと、ＯＩＥのステータスの評価を得るのにピッシングは条件ではございません。

あくまでサーベイランスをどうしているか、飼料規制をどうしているかということがま

ずステータスを得る条件です。その上で、ステータスによってピッシングをしているか

していないかで貿易できる牛肉が決まってくるということでございますので、その辺が

先ほどちょっと混同があったと思いますので、それだけご指摘させていただきます。

あと、ＯＩＥのステータス評価が輸出促進のために強引な説明をすべきじゃないかと、

もちろんおっしゃるとおりで、各国と今もずっと長い間輸出のための条件をお互いに話

し合っていますけれども、基本的には相手が求めるデータに対して我々も誠心誠意お答

えして日本のリスク管理措置を説明するという立場でございます。

ただ、中にはＯＩＥのステータス認定どうなっているんですかと、評価は得ています

かというご質問ありますので、今後、そういった求められる国に対しては、今回評価が

得られればこういう認定を受けていますということは説明できると考えております。

以上でございます。
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○浅川消費者情報官 では、このあたりで会場の方からも何かご質問、ご意見がありまし

たらご発言をお願いしたいと思います。発言される際はお名前とご所属をお願いしたい

と思います。また、発言は簡潔に、これまでにいただいたご意見と同一視の内容につい

てはできれば重複を避けていただいた上でお願いしたいと思います。

どなたかご発言ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。それでは、会

場からは何も特に挙手されておられる方はいらっしゃいませんので、はい、原さん。

○原氏 すみません。先ほどちょっと漏らしていて。飼料規制のことなんですけれども、

会場というかこれはもう何件かご発言があったように、飼料規制等ＳＲＭ除去、大変重

要なことだと思っています。

ただ、ＳＲＭ除去に関してはやはり完全に除去するということはなかなか難しくて、

解体の途上でいろいろなピッシングをやらなくてもやっぱりスタンニングのときに血が

回ってというようなことも聞いていますし、やっぱりゼロにはなかなかできないという

ことがあるので、いろいろな対策をきちんとやっている。飼料規制がもとを絶つという

意味では一番有効かなとは思うんですが、吉川先生からもお話があったように自然発生

みたいなものも考えられますし、そういったリスクも考えた上で対策をとっていかなけ

ればならないかなと思います。特にやっぱり飼料規制のところが全体の対策ということ

でＢＳＥが世界的に減少傾向にあるという報告があったのは、それはそれですごくいい

ことだとは思うんですが、国の中には飼料規制といっても交差汚染を考慮しない規制を

している国もございます。そういったことに関しては有効な規制ということでは不十分

であるということで、きちんと日本から欧州も同じ考えで対策を進めていると思います

ので、欧州とちょっと共同歩調を事前に意見交換をするなりして共同で飼料規制の内容

について提案をされたらいかがでしょうか。

○浅川消費者情報官 ありがとうございます。

では、阿南さんお願いします。

○阿南氏 ちょっと角度が違うかもしれませんが、私は今度日本がＢＳＥステータス認定

の申請を行うということについて、ようやく条件が整ってきたということであり、この

間のさまざまな国内対策が認められ、これは国際的な一定の評価を受けるということな

んだと思うんですね。

ですから、国際的な評価ということを考えますと、それは消費者にとっても安心・安

全についての認識を少し変えていくというんですか、評価することだと思うんですよ。
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ですから、ここは消費者に対する説明を確実にやっていただきたいと思っています。

それと、今、国内対策については食品安全委員会のリスク評価に基づいてさまざまな

対策がとられてきましたけれども、４年前にやった20カ月齢以下はもう検査は必要ない

ということについては、まだ実現されていないんですよね。ですから、科学的なリスク

評価に基づいた国内対策をさらに推進していくことに力を注いでいくということも重要

かと思っていますので、ご意見申し上げたいと思います。

○浅川消費者情報官 はい、山浦さん、お願いします。

○山浦氏 それに関連しまして、今回のＯＩＥのいろいろな基準の改正ということで日本

も国際基準に従っていこうという流れが今日議論されているわけですけれども、日本に

おけるＢＳＥ対策のしっかりとした基準づくり、政策というものは、堅持すべきではな

いかと思います。ＯＩＥの国際基準に名をかりて日本のせっかくのＢＳＥ対策が後退さ

せられてしまうということになると、これは日本としても問題だと思いますし、また世

界的にもＢＳＥの撲滅のためにも日本が先進的にやってきたこれまでの努力が無になっ

てしまいますので後ろ向きにならないようにぜひお願いしたいと思います。

○浅川消費者情報官 ありがとうございました。

では、このあたりでこのＢＳＥについての意見交換は終了させていただきたいと思い

ます。

それで、現在17時15分ですので、17時20分から次の豚コレラの議論に入りたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

（休 憩）

○浅川消費者情報官 では、時間になりましたので、次の議題に移りたいと思います。

次の議題は、豚コレラに関する改正提案の概要についてでございまして、動物衛生課

の川島より続きを説明したいと思います。

○川島国際衛生対策室長 すみません、それでは引き続きまして、豚コレラの改正提案に

ついてご説明を申し上げたいと思います。まず、豚コレラという病気でございますけれ

ども、ここに書いてありますように、豚ですとかイノシシの病気でありまして、人には

感染をいたしません。感染力は非常に強くて豚と豚が接触するというような形で感染が
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広がっていく病気であります。

我が国の状況を見てみますと、1992年に最終発生がございましたけれども、それ以降

発生を見ておりません。この間、生産者、それから我々行政と一体になって撲滅対策を

進めてきまして、最終的に2006年にワクチンを全面的に注射をしまして、2007年にワク

チンを使わないで豚コレラの清浄国になったということを報告しているというものでご

ざいます。

我が国がどういう豚肉の輸入条件を持っているかというと、豚コレラを発生している

国からの豚肉は基本的には輸入を生鮮のものは認めないという形で対応しておりまして、

この赤い色のところは国単位で輸入を停止しております。（スライド３０）

それから、フランスのところにオレンジ色で、あるいはメキシコのところを州単位と

書いてございますけれども、これはフランスとドイツの国境沿いあたりで一部の地域、

州に限りましてイノシシで豚コレラが確認されているということで、その州からの私ど

もは豚肉の輸入も現時点では認めておりません。そういう今状況になっておりまして、

またこのコードの概要をまた先ほどと同じように簡単にご説明申し上げますと、一般的

な条項、それからステータスの要件、それからステータスごとの貿易要件、サーベイラ

ンス基準というような構成になっております。

今回提案されております改正案の概要でございますけれども、現在の条文では豚コレ

ラについては豚を飼育の豚、飼われている豚と野生の豚、イノシシといったようなもの

ですけれども、そういうふうな２つに分けておりまして、感染は野生の豚での発生も感

染ということでコード上定義に含めております。

今回は、豚コレラにつきまして定義の変更がございまして、豚コレラについては野生

豚を外しまして、飼育豚の感染と定義をし直しております。その結果としてですけれど

も、野生豚の感染報告があったことをもって即時に貿易相手国は輸入を停止するべきで

はないというような提案をしております。これがまず第1点でございます。

それから、豚コレラの清浄ステータスというものがございまして、これは今現在、こ

こに書いておりますように、歴史的にきれいな国、それからサーベイランスを実施して

きれいだということを証明した国、それから発生したけれども、撲滅対策をとって清浄

になった国というような３つの清浄ステータス区分をしておりまして、歴史的清浄国は、

ここに書いてあるように、25年以上出ていないというようなものを要件としております。

また、サーベイランスを実施した場合は12カ月間発生がないというようなことを要件と
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しておりまして、発生したけれども、撲滅したというのは、その撲滅のために発生した

豚を摘発淘汰したか、あるいはワクチンを使ったか使わなかったかというような組み合

わせでもって清浄国になるための期間が６カ月とか12カ月とか、いろいろ変わってくる

というような形で若干複雑な内容になっております。時間もございますので、ここは詳

細には立ち入りませんけれども、そういうことであるという全体的なご理解をお願いし

たいと思います。

今回、そのステータスを決定する基準の考え方として、やはりこのサーベイランス、

これはもともと基準としてはあるんですけれども、もう一度明確にしまして、野生豚も

含めてサーベイランス自身はきちっとやりましょうということを提案しております。

それから、リスク評価を行ってきちんと野生豚から出ている場合には、野生豚から飼

育されている豚へ感染が伝播することのないようにきちんとしたバイオセキュリティー

措置を行いなさいと、そういうことで、感染伝播を防止しなさいというようなことが追

加として提案されております。

そういう野生豚の追加措置を設けることで、一方で、今申し上げました清浄のカテゴ

リーが３つあったわけですけれども、それをもう一本化しようと。サーベイランスをき

ちんと12カ月以上やっていること、それから過去12カ月以来間、飼育豚で発生がない、

それから感染の証拠がないというのは、サーベイランスをやっておりますので臨床症状

がないだけでなくて、ちゃんとウイルス感染もないということをサーベイランス、検査

で確認をしておきなさい。それから、ワクチンを使ってはいけませんと、こういう条件

でもって統一しましょうと、清浄ステータスというものの要件を統一しましょうという

ことにしているわけです。先ほど言いましたように、野生豚での発生があっても、それ

は清浄ステータスには影響はさせません。ただ、野生豚についてもサーベイランスは必

要ですよという改正提案をしているということでございます。

そういう清浄ステータスを得た国で発生することはあり得るわけで、発生したときに、

じゃ、どういう条件を満たせば清浄国にまた戻れるかということについて、現在は最短

30日で摘発淘汰、つまり発生した豚を処分してやった後に30日間清浄性が保たれていれ

ば、ステータスを回復することができるということで書いてあるわけです。それにつき

まして、30日というものをやめて、発生したときにとった対策がどういうものかによっ

て復帰のための条件を変えましょうということで摘発淘汰とワクチンを使わなかった場

合は、最終発生後３カ月間何もなければ復帰できます。ワクチンを接種した場合は、ワ
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クチン接種した豚も淘汰した後、３カ月間ちゃんと見てくださいというのが提案でござ

います。また、淘汰を実施して緊急ワクチンをやったけれども、ワクチンをやった豚と、

それから感染した豚とをきちんと区別する方法がある場合であれば、最終発生というも

のから３カ月でいいですと。これは多分一般的には、今、これを区別する方法というの

はなかなかないと思うんですけれども、そういう場合は先ほどの条件に戻りまして、ワ

クチン接種した豚を最終的に淘汰してから３カ月になります。区別できるんであれば、

最終発生後の３カ月でいいんじゃないでしょうかという提案でございます。

摘発淘汰もなにもしないというような国の場合は、もともとの清浄ステータスの一般

規定を適用して12カ月期間飼育豚の発生がないというような適用をしますというのが改

正提案でございます。

そういうステータスの要件を整理いたしますので、現在は飼育豚の豚を輸入するとき

の要件としまして、清浄国、これは野生の豚も飼育豚も清浄という意味です。それから、

下に飼育豚の清浄国と、野生では出ているというようなそれぞれの場合に応じた貿易条

件、要求事項というものが書いてあるんですけれども、ご説明申し上げておりますよう

に、今回、野生豚での発生でもって貿易を停止しないという考え方になっておりますの

で、いわゆる飼育豚の清浄国というための貿易要件は全部なくなってくるということで

あります。

一方で、野生のイノシシ、こういったものの肉を輸入する場合、現在は清浄国という

条件がもちろんあるわけですけれども、それにつきまして、今回の提案ではそういうも

のがなくなりますので、すべての国から輸入はできるようにする。けれども、右の要求

事項の上から２つ目のポツ、赤で消えていないところでございますけれども、すべての

野生豚について検査をして陰性であるということを確認した上でイノシシの肉ならイノ

シシの肉を輸出しなさいというのが今回の提案ということになっております。

それで、お手元に配っております資料をちょっとごらんいただきたいんですけれども、

資料番号の３番なんですけれども、裏のほう２ページ目に、豚コレラのコード改正提案

と書いております。

今回、鳥インフルエンザのコードと同じ考え方で、豚コレラは飼育豚の感染として新

たに定義（従来は飼育豚及び野生豚が対象）、また、野生豚における発生通報により直

ちに貿易停止措置をすべきでない旨の条文が追加されたと。これは、実は鳥インフルエ

ンザが今発生をしておりますけれども、現在のＯＩＥコードは、ご案内のとおり、例え
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ば野鳥、白鳥とかで出たからといって、直ちに養鶏農家で鳥インフルエンザが出るわけ

ではございません。野鳥で鳥インフルエンザが確認されたからといって家禽の養鶏農家

で生産された肉、こういったものの輸入は停止をしないというのが国際的な対応になっ

ております。日本もそういう対応をしております。鳥インフルエンザでそういう対応を

しておる考え方を今回豚コレラにも適用して野生豚での発生について、それを確認した

からといって直ちに飼育豚の貿易をとめるのはやめようというようなことを提案してい

るということでございます。

ただ、そういうふうに、一部ある意味、緩和をするわけでございますので、それに対

して一方、その要件としまして先ほど来ご説明しております野生豚のサーベイランスの

実施の明確化というものに加えまして、リスク評価をきちんと行ってバイオセキュリテ

ィー措置によりまして野生豚から飼育豚への感染が防止できるようにしなさいというよ

うな要件が逆に追加をされているということでございます。

今回、ご議論いただきたいのはこういう改正提案についてどのようなご意見があるか

ということでございますので、よろしくお願いいたします。

○浅川消費者情報官 では、意見交換に移りたいと思います。

まず、手を挙げておられます生産者の立場から林さん、お願いします。

○林氏 日本養豚協会で生産者の林です。聞こえますか。

まず、この提案については非常に科学的でないとまず最初に申し上げたいと思います。

まず、日本に豚肉を輸出してきている国々は15ページにありますけれども、北ヨーロ

ッパ、それからカナダ、アメリカ、オーストラリア、その辺が中心ですが、それらの国

というのは非常に民度が高いというか、衛生観念が非常に発達していまして、非常に衛

生的な豚の飼い方をしておるということで、豚コレラももちろん早期に撲滅していると

いう国々なんですね。

それに対して、今度は韓国なんかもそうですが、撲滅できていませんが、中国、それ

からインドだとか、東南アジアの国々、マレーシアだとかインドネシアだとか、あとは

南米の国々、アフリカの場合には豚コレラ、アフリカ豚コレラというもっと怖い病気が

あるんですが、豚コレラの撲滅できていない国々というのは、やはり開発途上国が多く

て、養豚が粗放に行われているんですね。簡単な柵１つで家畜とそういう豚と外が区切

られていて、野生動物との接触が非常にたやすいという環境の中で生産されているんで
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すね。そういうことだから、この期に及んでもまだやはり撲滅できないでいるんだとい

うことを認識していただきたいんですね。そのことは、じゃ、野生動物との接触を絶て

ばいいだろうというふうにここに書いてあるんですが、そんな簡単にできるんだったら

もうとっくにやっているんですよね。やはり民度の問題もあるし、暑いわけですからそ

んなに簡単に囲えない、そういうこともあって、やはり非常になかなかできないからそ

うなっているんです。そういうところを考えないで、一方的に野生のものと飼育豚を分

けるんだと、分けて考えるなんて、分けて考えるのは自由だけれども、実際にはそうで

きていないわけですから、そんなことを考えるということがおよそ現場が認識できてい

ないということだと思います。それが１点ですね。

それと、関係もあることなんでちょっと話をしておかなきゃいけないんですが、日本

は法治国家でルールは守られるということが、そういうことで皆さん認識されていると

思いますが、しかし、世界の国々はなかなかそうもいきませんで、特に発展途上国にな

りますと、ルール違反が横行していまして、今から10年以上前に台湾で口蹄疫が豚で大

発生して台湾の養豚が壊滅してしまったんですが、そのときにもやみの子豚がたくさん

中国の本土から台湾のほうに来ていたということがあって、そういうものが口蹄疫を運

んできたということが言われているんですね。たくさんのものが来ていたことは事実な

んです。同じように、例えばコンパートメントとか、そういうゾーニングで例えば中国

のある地区は、ここのところだけは清浄ですよとか言ってみても、いわゆる輸出ができ

るということになると豚が高く売れるわけですから、日本に高く売れるということでそ

こだけの生産で済めばまだいいんですけれども、やはり高いとなれば海を渡ってだって

持ってきちゃうんです。同じ国の地続きのところから持ってくるということは、そうい

うことが起こらないと考えると、それは違うとやっぱり思うんですね。やはり日本のル

ールとか民度で言えばそうかもしれないけれども、ただ、やはりなかなかそういうとこ

ろばかりではないということは認識しておかないとこんなはずではなかったということ

が起こってしまうんではないかなと思います。

以上です。

○浅川消費者情報官 ありがとうございました。

岩間さん、お願いします。

○岩間氏 基本的にこの方向でやっていただきたいと思います。

理由は鳥インフルエンザとやっぱり同様な扱いをしていただきたい。養豚だけ違うと
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いうのはやっぱりおかしいと思います。鳥インフルエンザは、現在野鳥の場合とブロイ

ラーとかレイヤーの場合とその発生の場合の取り扱いは当然変えておると思いますので、

豚の場合もイノシシの場合と、実際飼っている豚の場合とその辺の扱いはやっぱり同じ

ような鳥と同様にしていただいたほうが貿易について常に安定ということを最優先とい

うか、ある日突然ということをできるだけ避けるような方策というのを考えていただき

たいと思います。

イノシシのいろいろな評価、どれぐらいのというのか、実際なかなか大変だと思いま

す。現に日本の鳥インフルエンザでも白鳥とか何か野鳥を調べるように、果たしてイノ

シシがうまくそういうことができるのかどうかという１つそういう問題もあると思うん

ですけれども、それをクリアして統一的に判断できるような形になればいいんじゃない

かと思います。

○浅川消費者情報官 原さん、どうぞ。

○原氏 私どもでは国産の農業とか畜産業を守ってもらいたいという立場から豚コレラの

侵入に関しては、慎重にやっていただきたいと思います。

先ほど林さんのほうからご発言ありましたけれども、豚が野生のイノシシと交雑する

ということもよく聞く話ですし、途上国でのそういう管理というのはなかなかやっぱり

難しいものがあると、鳥インフルエンザがなかなか撲滅できないのと一緒で難しいもの

があると思います。野生のイノシシに発生したからとりあえず当該国でそういうバイオ

セキュリティーの措置が完全になされているかどうかということがきちんと確認できる

まではとめるというのが筋だろうし、そういうものを確認されたとしてもなかなか完全

ということが期されないということも考えられるので、検査を強化するというような程

度の対策はやってしかるべきであって、何か野生だから鳥インフルエンザと一緒でいい

んじゃないかという発想はちょっと余りにも単純な発想な気がします。

それから、この場をおかりしてもう１件だけちょっと意見を言わせていただきたいん

ですが、ついでに出てきた鳥インフルエンザに関して、いまだに東南アジアやその他の

国で大流行をしていることは私どもも消費者として非常に脅威に感じております。新型

インフルエンザがそこで発生した場合、非常に大きな被害をもたらすんではないかと危

惧しております。特に何か今年流行しているソ連型のインフルエンザはタミフルも効か

ないというようなことなので、それが新型インフルエンザの交雑をした新たな株になっ

たりすると、今は日本も含めて各国がとっているタミフルの備蓄なんていうのは余り意
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味をなさなくなってしまうので、大変この今の状態が続くと、その脅威が続くことにな

ります。ぜひ農水省さん力を入れていただいて、各国と協調をして鳥インフルエンザ撲

滅のために経済が苦しいということもあるでしょうけれども、お金を惜しまず力を入れ

てやっていただきたいというのをちょっとこの場をおかりしてお願いしたいと思います。

○浅川消費者情報官 では、吉川先生、お願いします。

○吉川教授 結構、この例に限らず根本的に野生動物にいってしまったものをどうするか

というのは、根の深い問題だと思うんですね。

今、例に出た野鳥で鳥インフルエンザというのは、やっぱり国境にかかわらず飛来し

てくるわけですから、そういうレベルでは豚とは必ずしも話は同じではない。また、家

禽に関しては被害に遭い対策をとるところから、徐々に本当の意味での封じ込めという

か、ハードウエアそのものを強化することによって野鳥に触れないということをうまく

成功しつつある国々がある。だめな国もあるとは思うんですが。

そういう意味でいくと、病原体を持ってくるほう、それからそこから隔離するほう両

方とも豚の場合とはちょっと話が違う。だから、精神としてそういう精神をどうするか

というのはやっぱり議論していく必要があると思うんですけれども、鳥のインフルエン

ザとハーモナイズするために豚コレラを持ち出すのは余り現実的でない気がします。

もう一つは、野生動物での保有状況ですね。有為なサーベイランスができて物理的な

隔離ができれば論理的には問題ないというのはそれは論理の世界です。実際に、じゃ、

どのくらいの母集団がいて、そのうち予想されるものがどのくらいの陽性率があるとす

れば、どのくらいのものを本気でサーベイランスをしたときに科学的な信頼性が得られ

るのか。その上で、本当に飼育豚のほうに出ないのか出ているのかという問題になると

思うんですよ。でないと、ＢＳＥのときと同じで調べなきゃ出てこないんだから、出た

らとめられちゃうなら調べないほうがいいやというほうにいくのは決して感染症コント

ロールというか病気の統御としてはまずいと思うんですね。

そういう意味では、野生のほうにいたとしても、隔離されていて出ていないならそれ

はそれで認めるというのも１つのインセンティブだとは思うんですよ、逆に。マイナス

のほうを強めた格好で、結局は蔓延していっちゃうということに対して、もし本当にサ

ーベイランスをして野生のほうにはいるけれども、こういう封じ込めでうまくいって、

ちょうど鳥のインフルエンザをおさめたような格好でいくなら、その国に関してはそう

いうインセンティブを与えて流通は構わないじゃないかと。
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逆に言うと、机の上でサーベイランスをして隔離したら大丈夫だといっても余り僕は

現実的な気がしなくて、もしやるなら例えばＢＳＥみたいにサーベイランスが不十分で

不明の国だと、あるいは野生にはいることは疫学的に十分な科学的データを持ってやっ

ているけれども、飼育豚にはこういう対策で同じようなサーベイランスをしてきていな

いと、それはよく管理された国だとか、あるいは本当にリスクがなければ無視できるリ

スク国とか、考えてみると結構ＢＳＥのステータス評価をうまくいっているような気が

するんですよ。だから、むしろもしそういう格好で流通を許すなら、それ自身が病気の

撲滅に働くような仕掛けをつくって、不明のほうに逃げないで、管理されたリスク国の

ほうに上がってくるというような評価の仕方を導入したほうがいいんじゃないかなと思

います。

○浅川消費者情報官 また、豚の関係の学識経験者として津田さん、田原さん、何かコメ

ントございますでしょうか。

○津田研究管理監 今までの話で、先ほどは川島さんの話を聞きまして、読んでみますと、

現行のＯＩＥのコードというのが非常にわかりにくかったというのは事実でございます。

というのは、さっきの話のように豚をまず飼育豚と野生豚で区分しているということ。

それから、ステータスのカテゴリーに歴史的も含めて清浄のステータスと、発生後の清

浄国になる条件というのを一緒に書き上げていますので、非常にわかりにくかったんで

すね。

そういった意味では、今回の改正案というのは非常にわかりやすくなったかなと思い

ます。最初のほうは口蹄疫にのっとったような形ですし、それから発生後の措置によっ

ても口蹄疫の発生に準じて防疫措置によってやるということです。

もう一つの問題は、飼育豚と、それから野生豚を区別したということなんですけれど

も、これは豚コレラの歴史的な背景がありまして、先ほど林さんがおっしゃったように、

飼育豚と豚の区別が非常にあいまいなところもあったわけですね。ですから、最初のコ

ードにも書かれていますように、飼育豚のところには恒久的に捕獲されているもの、そ

れから所有権のもとで家畜化されて放牧されているもの。要するに野生のやつも捕まえ

てきて飼っておけば飼育豚になっちゃったりという非常にあいまいなところがあったん

ですね。ただ、本当の野生豚というのは、全く人間がコントロールできないわけですか

ら、幾ら防疫措置をやってもなかなか届かないということで、一生懸命飼育豚は清浄化

したけれども、野生豚にいる限りは清浄国になれないんであれば、先ほどから吉川先生
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がおっしゃったように、防疫のモチベーションがどんどん下がっていくということでは、

やっぱりそういった一部の国からは飼育豚とそれを分けてくれというのはわかると思い

ます。

ただ、あくまでこれは国際ルールですから、先ほど林さんがおっしゃったように、民

度とか各国の文化的背景とかいうと、なかなかやっぱりまとまらないと思いますので、

科学的だけのことからいうと、今回の改正案というのは割と理解できるのかなと思いま

す。

ただ、ここで示してあります先ほど来問題になっていますバイオセキュリティーとい

うのが一体、じゃ、どの程度機能しているかというのは必要だと思います。豚コレラに

関しては、基本的に伝播経路というのは接触感染ですから、感染豚あるいは汚染物、そ

ういったものがもう豚に接触しなければ感染は成立しないわけですから、そこがきちん

と分けられていればいいんですけれども、果たしてそれがバイオセキュリティーメージ

ャーと書いてあるのがどの程度実効性を持つか、それからベテリナリーオーソリティー

あるいはサーベイランスプログラムと書かれているものが果たしてどういうふうな能力

をちゃんと示せるかといのがやっぱり見ておく必要があるかなと思います。

それからもう一つ、最初にヨーロッパを念頭に置いたとは思うんですけれども、飼育

豚と野生豚を区別して野生豚は関係ないよとなったが、やっぱり野生豚のサーベイラン

スは必要だということは今回残っている、これはある程度評価できると思います。とい

うのは、やはり最終的な清浄化というのは、日本だったら周りを海に囲まれていますか

ら、野生豚の清浄化なら楽なんでしょうけれども、国境を接している国であればなかな

かそれは難しいということでそれを野放しとするわけにはいかないですけれども、ある

程度少なくしてもらわなくてはいけないということからすると、サーベイランスを残し

たというのは評価はできると思います。

ただし、野生豚を全く無視したような形で書かれている、野生豚で発生してもすぐに

輸入を停止すべきじゃないというところはちょっと考えようかなと思います。というの

は、野生豚で発生したかどうかが確認されるまで輸出・輸入を停止するか、あるいは本

当に真の野生豚で発生したことが確認されてから輸入を解禁するのかというようなちょ

っとニュアンスを変えたほうがいいのかなと私は思います。というのは、先ほど来言っ

ていますように、飼育豚と野生豚の区別が明確でない以上、やっぱりその辺のところは

はっきりしておかないとどちらかで、飼育豚と野生豚をはっきり区別させるようなもの
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を書き込むか、あるいは発生の状況が本当の意味での野生豚なのか飼育豚なのかという

ところで、どっちかにはっきりしておいたほうがいいかと思います。

本当に先ほどから林さんの話は私も一番危機感を感じておるところでございまして、

中国あるいは東南アジア、アジア地区が非常に最近豚の飼養頭数も増えている。それか

ら、病気もかなり広がっているということで、かなり危機感は感じているんですけれど

も、こういった貿易の基準は基準としてやっぱりちょっと考えていかなければならない

のかなと思っている次第でございます。

以上です。

○田原事務局長 津田先生のほうから話が大分ございましたので、家畜防疫上の点で簡潔

に少し意見を述べさせていただきたいと思います。

先ほど林さん、それから原さんのほうからご意見等ございましたけれども、改正する

ことによって我が国への豚コレラの侵入リスクが高まるのではないかということを踏ま

えた上でのご意見だろうと思います。私も改正によってそういったせっかく清浄化され

た我が国への豚コレラウイルスのリスクが高まることがないことがやはり大事だと思い

ます。そのためには、今、津田先生のほうからもお話がありましたように、お手元の資

料の20ページにございます野生豚のサーベイランス、ここがしっかりされるということ

が大事でしょうし、また25ページにございます仮に輸入する場合には野生豚の豚コレラ

の感染の無の検査がしっかりされるということが絶対条件だろうと思いますので、我が

国の主張をされる場合にはそういったことがしっかり担保されるかどうかを見きわめた

上での主張をしていただければと思います。

また、そのためには先ほど林さんのほうからもお話がございましたように、我が国み

たいに家畜保健衛生所を中心にした家畜衛生制度が非常に充実している国とそうでない

国があるということは、これは事実でございますので、そういった個々の国の家畜衛生

制度というのも十分踏まえた上で、この改正をする場合の考え方というのを整理してい

ただければと思います。

以上です。

○浅川消費者情報官 ありがとうございました。

では、この辺で会場の皆様から何かご質問、ご意見があれば承りたいと思いますが、

どなたか豚コレラの関係でありますでしょうか。よろしいですか。

では、時間もオーバーしておりますので、このあたりで締めたいと思います。
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今日、幾つかの議題についてご議論いただきましたが、貴重なご意見をいただきまし

てありがとうございました。

最後に、原田課長のほうから総括、一言お願いいたします。

○原田動物衛生課長 本当にお忙しい中、また長時間にわたりましてさまざまなご意見を

いただきありがとうございました。

このようなご意見を踏まえて政府として関係省庁と連携しながら対応方針を決めてい

きたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。

以上です。

○浅川消費者情報官 どうもありがとうございました。

以上をもちまして本日の食品に関するリスクコミュニケーションを閉会したいと思い

ます。

お帰りの際にはアンケートを回収いたしますのでぜひご協力をお願いします。

午後５時５０分 閉会


